
一 般 仕 様 書 

 

（適用） 

第１条 この仕様書は、中央卸売市場の設備等について保守監視業務を行うものに適用する。 

 （目的） 

第２条 この保守監視業務は、設備等の機能維持を図るために、中央卸売市場各設備の保安

監督、保守管理、運転監視及び整備、調整等を行い、あわせて劣化及び磨耗等について技

術的評価を行って設備の耐用を増し、効率的に管理するものである。 

（法令等の遵守） 

第３条 受託者は、保守監視業務にあたり関係する法令、条例、規則(以下「関係法令等」

という。)を遵守し、合法的に行うものとする。 

２ 受託者は、電気主任技術者、消防設備士、電気工事士、フォークリフト運転技能資格者、

その他資格等（資格、検定、認定等）を必要とする作業は、当該資格等を有するものに行

わせるものとし、資格等の写しを提出すること。必要あるときは、上記以外の資格等の写

しを提出させることがある。 

３ 「関係法令等」とは、河川法、計量法、建築基準法、消防法、高圧ガス保安法、騒音規

制法、電気事業法、電気工事士法、電波法、電気通信事業法、水道法、道路交通法、道路

法、労働基準法、労働安全衛生法、その他関係する法令、条例及び規則をいう。 

４ 保守監視業務の従事者等を雇用し勤務させるときは、労働基準法の最低賃金法等の法令

を遵守すること。 

（基本事項） 

第４条 この保守監視業務は、契約書、一般仕様書、特記仕様書及び添付図書に基づいて、

本市係員若しくは、受託者が本市に対し電気事業法に準じ責任者の設置を要求した場合に

は本市連絡責任者(以下あわせて「係員」という。) と綿密に打ち合わせをし、忠実に、

能率的、経済的、かつ完全に業務を履行しなければならない。 

２ 特記仕様書及び添付図書に記載された事項は、一般仕様書に優先する。 

３ 一般仕様書、特記仕様書及び添付図書に明示されていない事項であっても、保守監視業

務の性格上、当然必要なものは履行すること。 

４ 受託者は、業務完了後一年以内にこの保守監視業務に基づくものと判断される故障が生

じたときは、係員の指示にしたがい速やかに無償にて補修又は取り替えを行うものとする。 

５ 受託者は、事故のないように十分留意することとし、万一、施設及び第三者に損害を与

えた場合は、直ちに甲に報告し、甲の指示に従い、乙の責任において誠意をもって敏速に

処理し解決すること。 

６ 受託者は、保守監視業務を開始するに際し、市場利用者等が受託者名を外から見て容易

に確認できるよう主となる場所に保守監視業務受託者名と受託者連絡先を掲示することと

する。 

７ 一般仕様書等に疑義がある場合は、双方の協議によってこれを決定する。 

（用語） 

第５条 監視とは、機器の機能と性能がよい状態に維持する目的で監視し、機器をよりよい

状態で維持するために巡回、記録、清掃、異常発生時の対応等を行う。 



２ 保守とは、機器の必要とする性能又は機能を維持する目的で行う消耗部品又は材料の取

替え、注油、汚れ等の除去、部品調整等の軽微な作業を行う。 

３ 点検とは、機器の機能及び劣化の状態を調べることをいい、機器の機能に異常又は劣化

がある場合は、必要により対応措置を判断することを含む。 

４ 整備とは、機器の状態を指定された性能、仕様等に適合するように整えることをいう。 

５ 技術的評価とは、機器の劣化や磨耗等について状況を評価し、機器の機能維持に必要な

措置や機器の寿命等を判断することをいう。 

（本市係員） 

第６条 係員は、この一般仕様書に定めるもののほか、電気事業法に定める自主保安体制の

範囲において、必要に応じ業務の履行に立会うことができる。尚、本市係員に電気主任技

術者の資格を有する者を配置した場合には、受託者に対し指示等を行うことができる。 

（業務従事者） 

第７条 受託者は、契約書、一般仕様書、特記仕様書等によって業務を把握したうえで配置

させる従事者を考慮し、専門的知識と高度な技術と判断力を持ち、突発的に発生した緊急

事態に対応可能である有資格者をこの契約に基づく勤務に就かせなければならない。 

（提出書類） 

第８条 受託者は、契約後すみやかに、緊急時若しくは災害時において当中央卸売市場への

到達時間が２時間以内の距離（和歌山市内若しくはその近郊）に居住し、高圧受変電設備

の保安管理業務の経験と実績を有する電気主任技術者の有資格者の中から、電気の主任技

術者を選任し、経歴書、資格等の写しを係員に提出のうえ承諾を受けること。 

２ 受託者は、毎日の保守監視業務終了後、中央卸売市場自家用電気工作物保安規程（以下

「保安規程」という。）で指定する管理日報を提出すること。 

３ 受託者は、半期毎に消防法等の規定による総合点検と機能点検及び保守整備を実施し、

点検整備終了後、作業日報、点検報告書、写真票を提出する。また、点検整備内容により

係員が別途、他の書類の提出を求めることができる。 

（安全管理） 

第９条 受託者は、保守監視業務にあたり、関係法令等を遵守し労働災害、公衆災害等の防

止に必要な措置を講じ、常に安全管理に努める。 

２ 受託者は、保守監視業務にあたり、高圧受電箇所、極寒箇所、酸素欠乏危険箇所及び薬

液等の漏洩が予想される箇所、有害ガス発生が予想される箇所、高所、地下並びに道路上

での作業、その他、特に危険が予想される箇所では事故防止に努める。 

３ 保守監視業務において、中央卸売市場内の道路はみなし道路とし、一般車両の通行があ

るので交通事故が発生しないよう留意すること。 

４ 受託者は、火気を使用する場合は十分な防火措置を講じ、許可された場所以外での火気

の使用は禁止する。 

（業務時間） 

第１０条 保守監視業務は、原則として毎日、常時２４時間の保守監視とし、休憩時間は保

守監視業務に支障が生じることがないよう留意すること。 



２ 点検整備作業の作業時間は市の規定に従うこととし、和歌山市中央卸売市場業務条例に

よる開場時間とする。ただし、市又は市場の規定以外の時間に作業を行う必要があるとき

は、事前に係員に承認を得た場合には行うことができる。 

（保守点検用工器具等） 

第１１条 必要とする測定用計器、各種試験機器、懐中電灯、保護具、保守安全用品等、そ

の他保守監視業務に必要とする工器具類、及びビス類、ねじ類、ビニルテープ、シールテ

ープ、水栓コマ、パッキン類、グリス、油脂類、ウエス、サンドペーパー、コーキング等、

軽微な消耗品等は、原則として受託者が用意する。ただし、中央卸売市場に配備している、

工器具類及び消耗品は使用しても良いこととし、整理、整頓するとともにその取り扱いに

は注意すること。 

２ この契約を履行にあたり必要な事務機及び事務用品は、受託者が用意すること。 

３ 本条第１項及び第２項に定める受託者が用意した保守点検用工器具等、事務機及び事務

用品（以下「受託者用意物品」という。）は受託者の所有物であることを明示すること。

また、明示されていない受託者用意物品に対し、複数の者がその所有権を主張した場合、

客観的証拠に基づき受託者の所有権を証明できる場合を除き、受託者は所有権を主張でき

ないものとし、契約終了後も同様とする。 

（改修交換用品等） 

第１２条 器具の交換、改修・修繕に必要とする取替用品等は、原則として本市が用意する。

ただし、一部において仕様書に明記されている場合、又は受託者が当然準備すべきものは

受託者が用意する。 

 （大規模改修・修繕） 

第１３条 受託者が大規模な改修・修繕となることが予想されるときには、あらかじめ係員

に申し出て、別発注とするかを協議することができる。ただし、受託者への発注の要求、

若しくは受託者が指定する者への発注を強要することを堅く禁じる。 

（保守点検作業用電力及び保守点検作業用水） 

第１４条 保守監視業務の作業用電力及び作業用水、排水については、原則として施設にあ

るものを使用できるが、できるだけ共用部からの使用とし、店舗等において使用する必要

があるときには店舗利用者から承諾を受けること。 

（工程等の打合せ） 

第１５条 受託者は、係員と点検整備工程等については、事前に打合せし、時間工程がわか

る詳細な工程表を提出すること。 

（作業立会い） 

第１６条 受託者は、原則として店舗等の各施設内に立入っての作業等を必要とするときに

は、係員又は当施設従事者、施設使用者、警備員等の立会いのもと作業を行うこと。 

２ 受託者は、自家用電気工作物の負荷設備となる部分の点検、修繕、改修を行うときには、

保安規程を遵守し、当施設の電気主任技術者の監督及び指導のもと実施すること。 

 



特 記 仕 様 書 

 

第１章 保 守 監 視 

（目的） 

第１条 この仕様書は、電気事業法第４２条により定められた保安規程、電気工事士法、消防法、

各法冷等により、中央卸売市場の管理する敷地内にある電気工作物を含んだ建築設備（給排水

設備、建築付帯設備）等の保守監視業務を円滑適正に行うため、その業務要領を定めることを

目的とするものである。 

 （履行場所の所在地及び名称） 

第２条 履行場所及び履行期間は次のとおりとする。 

（所 在 地）和歌山市西浜１６６０番地４０１   （施設名称）和歌山市中央卸売市場 

   （管理場所）市場敷地内 （敷地面積）１２２，７３５㎡  

   （履行期間）令和８年４月１日から令和９年３月３１日 

（業務の内容） 

第３条 業務の主な内容は次のとおりとする。 

 （１）電気事業法による自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安監督業務 

 （２）保安規程による自家用電気工作物の保守監視業務 

 （３）電気工事法による自家用電気工作物の保守整備業務 

（４）消防法による消防用設備等の点検整備業務 

（５）消防法による防火対象物定期点検業務 

（６）市場内各店舗等の電気水道各計量器の月末検針業務 

（７）市場設備等の故障復旧業務 

（８）市場設備等の消耗品取替え及び建築設備を含む建物付帯造作物の軽微な修理業務 

（業務の履行） 

第４条 受託者は、中央卸売市場設備等保守監視業務（以下「保守業務」という。）の履行につ

いて、常に中央卸売市場の運営が正常に行なえるよう誠実に建築付帯設備等を保守及び監視し、

市場従事者、市場利用者、来場者、本市職員、その他の者からの問い合わせ等について、誠意

を持って対応することとし、不快感を与えないよう努めなければならない。 

第５条 市場内は常時稼動中の施設であり、市場の業務に支障を来たさないようにすること。 

万一、施設及び第三者に損害を与えた場合は直ちに甲に報告し、甲の指示に従い、乙の責任に

おいて誠意をもって敏速に処理し解決すること。 

（従事者の届出） 

第６条 受託者は、保守業務に着手する前に従事者の氏名、年齢、業務分担、資格等記載の名簿

と資格の写しを提出し、係員の承諾を受けなければならない。また従事者の変更が生じるとき

にも同様に事前に届け出ること。 

第７条 係員が承諾した業務従事者であっても、仕様書のとおり保守業務を実施できない者があ

るときには、従事者の変更を受託者に対し指示することができる。 

（受託者） 



第８条 受託者は、現場においての最高責任者として電気主任技術者を必ず常駐させ、保守業務

が円滑に行えるよう電気主任技術者及び経営幹部と共同で和歌山市中央卸売市場において、建

築付帯設備等において適正な保守業務を監督させなければならない。 

（施設の概要） 

第９条 保安監督するべき自家用電気工作物の結線図及び保守業務するべき配置図は、添付のと

おりとする。ただし、施設改修により現状に相違が生じる場合には現状を優先する。 

（電気主任技術者） 

第１０条 電気主任技術者は、電気事業法及び保安規程に則り、忠実に、且つ完全に完成図書

による低圧電気設備も当然に含み、中央卸売市場全般の電気工作物の工事、維持及び運用に

関する保安の監督を責任持ってしなければならない。 

第１１条 電気主任技術者は、正義感が強く、健康であり且つ体力に自信があり、そして知識と

統制力がある者としなければならない。 

第１２条 電気主任技術者は、保守業務が円滑に行うようにするため、契約業務のすべてを把握

し、現場においての最高責任者として自覚を持って、保守業務に従事するすべての従事者の指

揮、監督を行うこと。 

第１３条 電気主任技術者は、契約書、一般仕様書、特記仕様書、その他の関係書類により、目

的と内容を十分理解し、完成図書、取扱説明書等から施設の機能を完全に掌握し、効果的、経

済的に当中央卸売市場を管理すること。 

第１４条 電気主任技術者は、電気事業者及び関西電力送配電株式会社、その他の関係機関との

連絡及び調整等、打ち合わせのすべてにおいて責任を持って行うこと。 

第１５条 電気主任技術者は、エネルギー資源の無駄な使用とならないように効率的な運用に心

がけること。 

第１６条 電気主任技術者は、市場施設の状況を何時でも的確に把握し、緊急時において、従事

者が直ちに連絡と緊急対処ができるよう訓練するとともに、年に１回以上、通報訓練、避難訓

練、消火訓練を実施しなければならない。 

２ あらゆる非常事態及び災害を想定し、あらかじめ操作手順、対処方法を作成するとともに、

すべての保守業務の従事者にその手段を周知徹底させ、緊急的な状態となったときに対応可能

な状態にしておかなければならない。 

３ 常に所在を明らかにすることとし、係員若しくは市場関係者が緊急時において連絡を取るこ

とができるようにしておかなければならない。 

第１７条 中央卸売市場の備え付けの図面、取扱説明書、台帳及び書籍等を大切に整理し、必要

とする管理書類は責任を持って作成することとし、保守業務上において必要となる書類の作成

を係員が求めるときは、その求めに応じて提出すること。 

第１８条 和歌山市は、特記仕様書第２条に定める履行場所にある自家用電気工作物（以下「自

家用電気工作物」という。）の工事、維持及び運用の保守を確保するにあたり、当施設の電気

主任技術者として選任する者の意見を尊重すること。 

第１９条 和歌山市及び受託者は、当施設の自家用電気工作物の工事、維持及び運用に従事する

者に対し、当施設の電気主任技術者として選任する者がその保安のためにする指示に従うよう

監督及び指導しなければならない。 

（電気主任技術者の勤務日） 



第２０条 電気主任技術者の勤務日は、開市日の８時から１７時の１日８時間の勤務とし、休憩

時間は、１時間とする。ただし土曜日、休日に限っては１２時３０分までの勤務とすることが

できるが、休憩時間はないものとする。 

２ たとえ勤務を要しないときであっても、突発的な故障等が発生した時、若しくは緊急事態に

陥った場合には、当然、電気事業法及び保安規程により自家用電気工作物の工事、維持及び運

用に関する保安の監督を行わなければならない。 

３ 緊急時又は災害時を除き法令に則り、別契約により自家用電気工作物の工事、維持及び運用

に関する保安の監督を行わなければならないとき、若しくは別契約者から指揮、監督を行うよ

う依頼されたときには、電気事業法及び保安規程により監督するものとするが、それに係る費

用の請求を依頼者へ請求することを妨げない。 

第２１条 日常巡視点検、定期巡視点検、細密点検等において、係員に提出すべき報告書及び点

検記録等は、必ず電気主任技術者が責任を持って検査してから係員に提出すること。 

 （周知義務） 

第２２条 電気主任技術者は、保守業務において、保守、点検、整備、修理、復旧、その他市場

利用者に不便を伴う作業を行う必要が生じる場合には、事前に係員に連絡するとともに、関係

する市場利用者に日程、時間、内容等を書面で周知するとともに場内放送での周知を警備員に

依頼しなければならない。 

 （自己啓発） 

第２３条 電気主任技術者は、自らの保守業務の知識と技術向上のため、日頃から自己啓発と研

究に努めなければならない。 

（業務従事者） 

第２４条 受託者は、電気主任技術者以外に業務従事者を常時２４時間、１名配置させなければ

ならないこととし、別発注となる高圧受変電設備点検時には、２名以上配置すること。 

第２５条 業務従事者は、第１種電気工事士の免状を有するもの、若しくは電気保安業務の経験

が１０年以上で甲が認めるものとする。 

第２６条 受託者は保守業務に適した服装、靴、保護具等を業務の従事者に貸与したものを着用

させ、市場利用者から見て、清潔に保たせること。 

第２７条 業務従事者が不審者と誤認されることがないようにするため、市場利用者から容易に

識別できる名札、若しくは腕章等で明示することし、電気主任技術者は、その職責も合わせて

明記すること。 

第２８条 保守業務に従事する者は、業務上知り得た秘密を漏らしてはいけない。 

第２９条 保守業務中に市場利用者から施設の設備等の事で質問を受けた場合は、秘密にしなけ

ればならない事項を除いて、わかりやすく、親切、丁寧且つ正確に返答しなければならない。 

第３０条 保守業務に従事する者は、市場利用者から金品や物品の供与を受けるなどし、特定の

者に不当な利益を与えることがないようにすること。 

第３１条 保守業務に従事する者は、健康増進法第２９条により定める場所での喫煙をしてはな

らない。 

（研修の実施） 

第３２条 受託者は、保守業務に従事する者に対し、保守業務に関する知識及び能力、技術の向

上に努めるよう研修しなければならない。 



（保守及び運転管理） 

第３３条 保守業務従事者は、電気主任技術者の保安監督のもと、保守業務を実施しなければな

らない。 

第３４条 市場施設の自家用電気工作物の事故等を防止及び各電気設備が異常な状態に陥るのを

未然に予防し、電気設備の耐用を増すために保守管理と監視業務を実施し、市場内の建築設備

においての保守監視の巡回は、１日３回以上行うこと。 

２ 各電気室においては、整理、整頓に努め、定期的に清掃を行い、常にきれいな状態を保たな

ければならいものとする。 

第３５条 保守業務は、市場内の電灯分電盤、動力分岐盤、制御盤、現場操作盤、電灯、スイッ

チ、差込、換気扇、排気ファン(Ｖベルトを含む)、ポンプ設備、電動機器、時計設備、監視設

備、サイレン周知設備、放送設備、空調機本体を除くダクト類(フィルターを含む)、各市場利

用者が管理すべき設備を除いた共用部の負荷設備すべてにおいて行うこととする。 

第３６条 中央監視室に設置している監視盤、警報盤及び自動火災報知受信機を監視し、異常が

発生したときには、初期対応として原因調査をし、復旧可能なときには直ちに復旧させること。 

２ 保守業務の従事者は、共用部において照明等の不良箇所を発見した時、又は連絡を受けた場

合には速やかに交換することとし、これに係る電球若しくは器具は係員が支給するものとする。 

３ 受電棟電気室にある中央監視装置に異常がないか定期的に（１日当たり３回以上）確認する

こと。 

第３７条 設備等の運転管理は、保守管理すべき負荷設備のすべてとし、外灯及び空調機の運転

は係員の指示に従い、経済的な運転操作及び運転管理をすることとする。 

第３８条 上水貯水槽の電極棒とフート弁等の給水装置及び高架水槽への自動給水の動作の試験

を実施するとともに、揚水ポンプにおいてはグランドパッキン、逆止弁、手動バルブの保守点

検を実施しなければならない。 

２ 中央卸売市場内において、貯水槽の満水若しくは減水等の故障、市場施設共用部の出水不良

若しくは止水不良等の通常状態でない緊急事態に陥ったときにおいて、直ちに責任を持って通

常の状態となるように復旧させること。 

第３９条 汚水排水中継槽は第２章設備概要第４条に定めるものの内、引抜に該当するものは本

市係員と協議の上時期を決定し、年２回槽内の汚泥等を清掃及び引抜き、法令及び規則に従い、

適正に運搬及び処分すること。 

２ 中央卸売市場内全ての汚水排水中継槽において、マンホール開口部から定期的に目視点検を

し、目視点検時やそれ以外の場合に異常が判明した場合は、第４項に定める場合を除き、原因

の特定を行い、槽内の設備の修繕が必要ない場合は、直ちに異常を解消すること。 

３ 前項に定める原因の特定の結果、槽内の設備の修繕が必要な場合はその旨を、修繕の必要が

ない場合は異常を解消したことを直ちに本市係員に報告すること。 

４ 中央卸売市場内全ての汚水排水中継槽及び場内各店舗からの排水会所下流の汚水管において、

詰り、溢れ等の緊急を要する異常が発生した場合はすぐさま本市係員に指示を仰ぎ、指示に従

い対応するものとするが、本市係員と連絡が付かない場合は指示を待つことなく、受託者の判

断で異常を解消するものとする。 

５ 市場施設共用部の便器の詰まり、各施設の雨樋から雨水マンホールまでにおいて、詰まりが

発生したときには通水させること。 



６ 本条第１項、第２項及び第５項に係る費用は本契約の委託金に含めるものとし、本条第４項

に係る費用は本条第４項の異常が受託者の責に帰する場合を除き本市が支払うものとするが、

支払い方法については本市及び受託者が協議の上決定するものとする。 

（記録） 

第４０条 別紙の保安規程により、保守監視従事者は毎日、業務日誌、電力需給日誌(毎時２４

時間)、受電日誌(毎時２４時間)を作成すること。 

（業務の引継ぎ） 

第４１条 本契約は、２４時間常時継続する保守監視を行う業務であるため、受託者は、保守業

務の従事者に対し、毎日の保守業務終了時での従事業務交代の時には、必ず引継ぎ者に業務内

容を申送りさせ、責任ある保守業務を指導しなければならない。 

（計量器の検針） 

第４２条 毎月、月末に係員が指示する開市日に電気及び水道の計量器の検針を行い、その記録

を速やかに提出することとする。尚、電子機械への入力、計算、課金、請求、集金等は除くも

のとする。 

  （建物付帯造作物の管理） 

第４３条 建物付帯の造作物について市場利用者より、丁番のはずれ、グレーチングの破損、土

間等の陥没等連絡を受けたときは、軽微なものについてはできる範囲で復旧することとする。 

尚、これに係るグレーチング、簡易アスファルト、コンクリート、塗料等の諸資材は係員が

支給するものとする。 

（消防設備等の保守点検） 

第４４条 受託者は消防法により、消防用設備の機能を十分達成できるよう総合点検(１回/年)と

作動、外観、機能点検(２回/年)を実施し、不良箇所を整備するものとする。なお、市職員から

早朝点検の指示がある場合は水産及び青果仲卸事業者の店舗及び事務所は早朝６時までに行う

こと。また、非常用自家発電機については、市場の停電の日程に合わせて実負荷実験による点

検を年１回実施すること。 

第４５条 前条に定める点検の際、場内関係者の部屋への立ち入りについて、場内関係者との調

整が必要な場合は受託者が調整を行うこと。 

第４６条 消防点検終了毎に消防署等の所定の様式による報告書及び届出書を作成し保存並びに

提出を行うこと。 

第４７条 不具合箇所を発見したとき、若しくは誤作動が再発するときは係員の指示により、点

検、改修を行なうこととし、これに係る交換器具は係員が支給するものとする。ただし、大規

模な修繕が必要となるときには不良箇所の調査及び修繕見積りを行なうこととする。 

（防火対象物定期点検） 

第４８条 消防法その他関係法令に基づいて点検を実施し、点検終了後は完了報告書及び消防署

等の所定の様式による点検報告書を作成し、保存並びに関係機関への提出を行うこと。 

（特殊作業車） 

第４９条 和歌山市中央卸売市場においては高所の箇所が多く、保守業務を行う際には高所作業

車の持ち込み、又は市場が所有している作業用フォークリフトを使用する必要があるため、市

場所有のフォークリフトを使用するときには有資格者に操作させることとし、使用前には必ず

点検を行うこと。尚、これに係る燃料は本市の負担とする。 



（施設の利用） 

第５０条 受託者は、保守監視業務の履行にあたり、次の施設等を契約期間中は無償で使用する

ことができる。 

（１）中央監視室、受電棟電気室、便所、キッチン、事務机、ロッカー、照明、空調機 

（２）前号の使用に係る電気及び水道使用料 

２ 保守監視業務の履行にあたり、２４時間連絡可能な手段（携帯電話等）は受託者が用意し、

連絡先を報告すること。 

３ 施設の利用については細心の注意をもって使用し、清掃等により常に清潔に保たなければな

らない。 

４ 施設等を使用することによって係る消耗品等は、受託者の負担とする。 

５ 保守業務に必要のない物品等を持ち込まないこと。 

６ 施設等を変更させるときには、係員の承諾を受けることとし、契約終了時には係員の指示に

より撤去し原状回復すること。 

７ 施設等を損傷させたときは、元の状態に修復すること。 

第５１条 災害情報収集若しくは休憩時間中を除いた保守業務中には、テレビ、ラジオ等の視聴、

ゲーム器具等遊具の操作をしてはならない。 

 （緊急対応） 

第５２条 保守業務従事者は、電気主任技術者の指示のもと、中央卸売市場の運営が円滑に行え

るよう施設の保守業務を忠実に行い、緊急時には誠意を持って早急に対応すること。 

第５３条 点検の結果に基づいて、必要がある時には臨時に調査等を行い、各機器を正常に管理

し、事故及び故障等を未然に防ぐものとする。 

第５４条 保守業務は２４時間とし、監視盤等での故障感知、若しくは受託者へ直接市場利用者

からの異常通報を受けた際は、直ちに調査し、責任をもって復旧させなければならない。 

２ 市場が稼動している夜間、早朝の場合は、市場業務の支障を最小限にするよう、直ちに復旧

若しくはできる限りにおいて仮復旧させること。 

３ 各店舗内の受電盤の計量器二次側及び上水給水の計量器二次側の維持管理と修理は施設使用

者の負担であるが、市場稼働中は上記２項のとおりとし責任を持って対応すること。 

第５５条 電気主任技術者は、突然、中央卸売市場の施設設備が異常な状態に陥ったとしても復

旧できるように、常に設備の状態を把握し、様々な故障等を想定し、緊急時に対処できるよう

訓練しておかなければならない。 

第５６条 大雨、台風、津波等あらかじめ災害が予測できるときには、最善の注意を払い、前も

って状況に応じ適切な措置を講じて、被害を最小限にとどめるよう最大限に努めることとする。 

第５７条 自家用電気工作物において、事故又は故障が発生したときには、係員に連絡し、事

故報告書又は故障報告書を提出すること。 

第５８条 受託者は、和歌山市中央卸売市場の主電源が停電した際に手動で予備電源に切換え

る（以下「切換え作業」という。）ための予備人員（以下「予備人員」という。）を、一般

仕様書第８条の定めに基づき選任された電気主任技術者以外の電気主任技術者の有資格者か

ら選任すること。 

２ 予備人員は、和歌山市中央卸売市場内に常駐する必要はないが、当中央卸売市場への到達

時間が２時間以内の距離（和歌山市内若しくはその近郊）に居住していること。 



３ 予備人員は、切換え作業の必要があり、一般仕様書第８条の定めに基づき選任された電気

主任技術者が和歌山市中央卸売市場に出動出来ない場合に出動し、出動時は一人で対応でき

るよう、事前に切換え作業方法を習熟すること。 

４ 受託者は、設備の更新等により切換え作業が自動化された場合は、予備人員を解任するこ

とができる。 

（受託者責任） 

第５９条 受託者は、受託者の責任者又は経営幹部を必要に応じて、月１回以上不定期に抜き打

ちで巡回させ、保守業務がこの契約書、仕様書、係員の現場説明に従い行われているかを査察

させなければならない。 

２ 受託者は、前項の巡回査察の結果、保守業務に問題が生じていることを知ったときは、係員

に報告し、協議し、速やかに改善しなければならない。 

３ 受託者は、市場従事者、市場利用者、来場者、本市職員からの問い合わせ等について、誠意

を持って対応することとし、良識ある判断に基づいて、保守業務に問題があると判断されると

きには、受託者において、早急に自ら解決しなければならない。 

 

 



第２章 設 備 概 要 

（保安監督概要） 

第１条 中央卸売市場の保安監督すべき設備の概要は以下のとおりとする。 

番号 種 別 種 類 場  所 内  容 

１ 高圧受電 

中央監視室 

高圧６.６kV(１回線受電)  

２ 予備受電 高圧６.６kV(１回線受電)  

３ 

変圧器 

第１電気室 青果卸売場棟（電気室） 
３φ 6,600/210V 

１φ 6,600/210:105V 

４ 第２電気室 水産卸売場棟（電気室） 
３φ 6,600/210V 

１φ 6,600/210:105V 

５ 第３電気室 守衛室兼受電等(電気室) 
３φ 6,600/210V 

１φ 6,600/210:105V 

６ 第１受電盤 冷蔵庫棟(屋上) 
３φ 6,600/210V 

１φ 6,600/210:105V 

７ 第２受電盤 総合食品センター(屋上) 
３φ 6,600/210V 

１φ 6,600/210:105V 

 

 

（保守管理面積等概要） 

第２条 中央卸売市場の保守監視すべき施設は以下のとおりとする。 

番号 保守監視対象物 構   造 大きさ 面 積 

１ 新 冷 蔵 庫 棟 鉄 骨 造 地上１階 1,493.97 ㎡  

２ 駐 車 場 等 照 明 灯 水銀灯・ナトリウム灯 ５ｍ高程度 ５６箇所  

３ 総合食品センター棟 鉄 骨 造 地上１階 2527.17 ㎡  

４ 守 衛 室 兼 受 電 棟 鉄 骨 造 地上２階 200.00 ㎡  

５ 浄 化 槽 機 械 室 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 地上１階 43.04 ㎡  

６ 機械室（水産系排水処理施設） 補強コンクリートブロック造 地上１階 32.10 ㎡  

７ ポンプ室(総合食品センター) ステンレス複合板パネル造 地上１階 8.00 ㎡  

８ 水 産 卸 売 場 棟 鉄 骨 造 地上２階 7984.00 ㎡  

９ 保 冷 倉 庫 棟 鉄 骨 造 地上１階 108.00 ㎡  

10 加 工 場 鉄 骨 造 地上１階 28.00 ㎡  

11 ポ ン プ 室 ( 水 産 卸 売 棟 ) ステンレス複合板パネル造 地上１階 12.50 ㎡  



12 青 果 卸 売 場 棟 鉄 骨 造 地上２階 13588.76 ㎡ 

13 青 果 低 温 売 場 鉄 骨 造 地上１階 1271.86 ㎡ 

 

 

（消防用設備点検整備概要） 

第３条 中央卸売市場の消防用設備の点検整備すべき主な設置機器はおよそ以下のとおりとする。 

名  称 品 名 ・ 仕 様 数 量 

自動火災報知設備 

受 信 機 

Ｒ 型 
総合食品センター棟

／守衛室兼受電棟 
2面 

Ｐ型 1 級２０Ｌ 冷蔵庫棟 １面 

副 受 信 機 Ｒ 型 
水産卸売場棟/青果

卸売場棟 
２面 

発 信 器 ５３個 

ベ ル ４個 

表 示 灯 ５６個 

感 知 器 

差 動 式 スポット型 ２００個 

定 温 式 スポット型 １００個 

煙 光 電 式 スポット型 ４５０個 

電 源 

常 用 電 源 ３箇所 

予 備 電 源 ３箇所 

屋 外 消 火 栓 設 備 
・ 

屋 内 消 火 栓 設 備 

ポ ン プ 設 備 4台 

同 上 用 制 御 盤  4台 

消 火 水 槽 ４基 

呼 水 槽 ４基 

消 火 栓 ５６基 

起 動 用 ス イ ッ チ ４０個 



電 源 常 用 電 源 ６式 

放 水 試 験 ６箇所 

消 火 栓 圧 力 測 定 ５６箇所 

消 火 用 充 水 タ ン ク ３基 

動 力 消 防 ポ ン プ 

動 力 消 防 ポ ン プ ４箇所 

消 火 水 槽 ４基 

放 水 試 験 ４箇所 

消 火 栓 圧 力 測 定 ３箇所 

消 火 器 Ａ Ｂ Ｃ 粉 末 小 型 １５９本 

非常用自家発電機 非 常 用 自 家 発 電 機 ２箇所 

誘 導 標 識 高 輝 度 蓄 光 式 ２０枚 

非常用放送設備 ２４０Ｗ×４組 １０回線 １台 

非常用放送設備 ２４０Ｗ×１組 ２０回線 １台 

 

 

（汚水排水中継槽） 

第４条 中央卸売市場の汚水排水中継槽は以下のとおりとする。 

名称 槽寸法 
ポンプ型式 

（全て２基稼働） 
系統 引抜 

ＰＤ－１ φ１２００mm×Ｈ３２００mm 川本ZU3-506-0.4T 一般廃棄物 〇 

ＰＤ－２ φ１２００mm×Ｈ２５１０mm 川本VU4-506-0.75 一般廃棄物 〇 

ＰＤ－３ φ１２００mm×Ｈ３０００mm 川本VU4-656-1.5 一般廃棄物 〇 

ＰＤ－４ φ１２００mm×Ｈ３０１０mm 川本VU4-656-1.5 一般廃棄物 〇 

ＰＤ－５ φ１２００mm×Ｈ３０１０mm 川本VU4-806-1.5 一般廃棄物 〇 

ＰＤ－６ φ１２００mm×Ｈ３３００mm 川本BU4-806-1.5 一般廃棄物 〇 

ＰＤ－２１ W2500mm×D1500mm×H3180mm テラル50BO-6.75-C 一般廃棄物 〇 



ＰＤ－２２ W2000mm×D2000mm×H3280mm テラル65BO-6.15-C 一般廃棄物 〇 

ＰＤ－２３ φ１２００mm×Ｈ３２９７mm 川本ZUJ-506-0.4T 一般廃棄物  

ＰＤ－２４ W2500mm×D1500mm×H3450mm テラル50BO-6.75-C 有機性汚泥 〇 

ＰＤ－２５ W2000mm×D2000mm×H3230mm テラル65BO-6.15-C 有機性汚泥  

ＰＤ－６０１ W3300mm×D2300mm×H3770mm エレポンKV3-104 一般廃棄物 〇 

ＰＤ－Ｋ１ φ９００mm×Ｈ１６００mm 川本WUP4-506-0.4S 一般廃棄物  

 



第３章 そ の 他 

（良識判断） 

第１条 本仕様書に明記されていない事項、若しくは係員から指示されない事項であっても、

中央卸売市場設備等保守監視の業務上、当然必要な業務等は、良識ある判断に基づいて行わ

なければならない。 

（移行） 

第２条 両者合意のもと締結した本契約を開始するとき、若しくは終了するときにおいて、保守

業務の受託者の移行については十分な期間を設け、十分な人員で、保守業務内容のすべてを詳

細にわたって、完璧に引継ぎを行なうこととする。 

第３条 本契約の終了時において、持込み又は移行した事務機、電化製品、備品等は、撤去又は

次の受託者に移行することとし、引き受けを希望しないときは必ず責任を持って撤去すること。 

（疑義） 

第４条 特記仕様書に疑義を生じた場合は、両者協議のうえ定めるものとする。 

 （開市日、休市日） 

第５条 中央卸売市場の開市日と休市日については、つぎのとおりホームページから確認するこ

と。 

和歌山市公式ホームページわかやま CITY 情報（http://www.city.wakayama.wakayama.jp/） 

トップページ > 暮らし > 産業・雇用・労働 > 産業 > 和歌山市中央卸売市場 

 > 和歌山市中央卸売市場の基本情報>(休開場日カレンダー)令和８年 

 

 

 



疑義の質問について 

入札者は、見積期間中に、仕様書等において疑義のある場合は、関係職員の説明を求

めることができる。質問事項は文書で担当課長あて提出すること。 

締切日は入札日（入札日は含まない。）より５日前（ただし、締切日が土曜日及び日

曜日並びに国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日にな

る場合はその前日とする。）の１７時までとする。 

なお、質問事項の回答については、質問者に文書にて回答するとともに、和歌山市ホ

ームページ入札・契約情報画面において公開するものとする。 
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保 安 規 程 
 
 

第１章 総  則 
 

【目  的】 

 第 １条 この規程は和歌山市（以下「設置者」という。）の和歌山市中央卸売市場（以

下「当事業場」という。）における自家用電気工作物の工事、維持及び運用に

関する保安を確保するため、電気事業法（昭和39年法律第170号。以下「法」と

いう。）第４２条第１項の規定に基づきこの規程を定める。 

 

【効  力） 

 第 ２条 当事業場の設置者及び従業者、当事業場の利用者並びに設置者が設備等保守

監視業務を委託した業者（以下「管理会社」という。）から派遣された従事者

は、電気関係法令及びこの規程を遵守するものとする。 

 

【細則の制定等】 

 第 ３条 この規程を実施するため必要と認められる場合には、別に細則を定めるもの

とする。 

 

【規程等の改正】 

 第 ４条 この規程の改正または前条に定める細則の制定あるいは改正にあたっては、

電気主任技術者の参画のもとに立案し、これを決定するものとする。 

 

 

第２章 保安業務の運営管理体制 
 

【保安業務の組織】 

 第 ５条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する責任の所在を明確にし、並びに指

揮命令系統及び連絡系統を明確にするため、電気工作物の工事、維持及び運用

に関する保安業務を遂行する組織構成は次に定めるところによるものとする。 

一 中央卸売市場長（以下、「総括管理者」という）は保安業務を総括管理す

      る。 

二 保安業務を円滑に遂行するための指揮命令系統及び連絡系統は別図第１の 

保安業務組織図のとおりとする。 

 

【保安管理業務の契約】 

 第 ６条 当事業場の電気工作物の工事、維持及び運用における保安に関する業務の実
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施は、設置者と管理会社との間の設備等保守監視業務契約によるものとする。 

    ２ 前項の契約には、次の各号について定めておくものとする。 

     一 管理する対象物件に関すること。 

     二 設備の総合管理契約に関すること。 

     三 契約の有効期限に関すること。 

     四 電気主任技術者の派遣に関すること。 

     五 電気主任技術者の選任に関すること。 

     六 電気主任技術者の職務に関すること。 

     七 電気主任技術者の執務に関すること。 

     八 電気工作物の保安のための巡視点検及び検査に関すること。 

     九 設置者と管理会社との連絡、報告及び調整に関すること。 

     十 その他電気工作物の保安に関し必要なこと。 

 

【設置者及び総括管理者の義務】 

 第 ７条 電気工作物に関する保安上重要な事項を決定又は実行しようとするときは、

電気主任技術者及び管理会社の意見を求めるものとする。 

２ 電気主任技術者の電気工作物に係る保安に関する意見を尊重するものとする。 

３ 法令に基づいて所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物の保安に関係が 

ある場合には、電気主任技術者の参画のもとに立案し、決定するものとする。 

    ４ 所管官庁が法令に基づいて行う検査には、電気主任技術者を立ち合わせるも

のとする。 

 

【電気主任技術者の義務】 

 第 ８条 電気主任技術者は、総括管理者を補佐し、法令及びこの規定を遵守するとと

もに電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実かつ的

確に行わなければならない。 

     

【電気主任技術者の職務】 

 第 ９条 電気主任技術者の電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安の監督の職

務は次の各号について行うものとする。 

     一 電気工作物に係る保安教育に関すること。 

     二 電気工作物の工事に関すること。 

     三 電気工作物の保安に関すること。 

     四 電気工作物の運転操作に関すること。 

     五 電気工作物の災害対策にかんすること。 

     六 保安業務の記録に関すること。 

     七 保安用器材及び書類の整理に関すること。 

 

【連絡責任者】 

第１０条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要な事項を 
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電気主任技術者に連絡する責任者を当事業場にあらかじめ指名しておくものと 

する。 

 

【従事者の義務】 

  第１１条 電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者は、電気主任技術者がその

      保安のためにする指示に従わなければならない。 

 

【電気主任技術者不在時の措置】 

 第１２条 電気主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合には、

その業務の代行を行う者（以下「代務者」という。）を、管理会社と協議の上

あらかじめ指名しておくものとする。 

         ２ 代務者は、電気主任技術者の不在時には、電気主任技術者に指示された職務

を誠実に行わなければならない。 

 

 

第３章 保 安 教 育 
 

【保安教育】 

 第１３条 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対する電気工作物の保安に

関する必要な知識及び技能の教育は、電気主任技術者及び管理会社の意見を求

めて計画的に行うものとする。 

    ２ 電気主任技術者は、前項の保安教育について助言又は意見具申するものとす

る。 

    ３ 第１項の保安教育は、原則として、次の各号によるものとする。 

     一 電気工作物の工事、維持及び運用に関する知識及び技能の修得に関する事

      項 

     二 電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者に対し、電気工作物の保安

に関する基本的心得え等保安思想の徹底に関する事項 

     三 事故時及び非常災害時の措置に関する事項 

     四 その他電気工作物の保安に関する必要な事項 

 

【保安に関する訓練】 

  第１４条 電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者に対し、事故その他非常災害

が発生したときの措置について少なくとも年１回以上実地指導訓練を行うもの

とする。 

    ２ 電気主任技術者は、前項の保安に関する訓練について助言又は意見具申する

ものとする。 

    ３ 第１項の保安に関する訓練を行うにあたっては、あらかじめ管理会社と協議

するものとする。 

 



－7－ 
 

第４章 工事の計画及び実施 
 

【工事計画】 

 第１５条 電気工作物の設置又は変更（改造、修理、取替え及び廃止をいう）の工事計

画を立案するにあたっては、電気主任技術者及び管理会社の意見を求めるもの

とする。 

    ２ 電気主任技術者は、電気工作物の安全な運用を確保するため、総括管理者に

対して電気工作物の主要な修繕工事及び改良工事（以下「補修工事」という。）

の年度計画を立案し、総括管理者の承認を求めなければならない。 

    ３ 前項の計画は、当事業場の各部門との連絡を緊密にし、その意見を聴いて行

わなければならない。 

 

【工事の実施】 

 第１６条 電気工作物に関する工事計画の実施にあたっては、当事業場の営業活動等と

調整を図り、総括管理者の承認を経てこれを実行するものとする。 

２ 電気工作物に関する工事の実施にあたっては、必要に応じ作業責任者を選任

     し、電気主任技術者の監督のもとにこれを施工するものとする。 

    ３ 電気工作物に関する工事を他の者に請け負わせる場合には、常に責任の所在

を明確にし、完成した場合には、電気主任技術者においてこれを検査し、保安

上支障が無いことを確認した上で引き取るものとする。 

    ４ 工事の実施にあたっては、その保安を確保するために別に定める作業心得に

よって行わなければならない。 

    ５ 作業心得は、次の各号について定めるものとよる。 

     一 停電範囲と時間、作業用器具等の準備状況の電気主任技術者による確認。 

     二 作業時間、停電時間、及び危険区域の表示。 

     三 停電中の遮断器、開閉器の誤操作の防止措置。 

     四 作業責任者の氏名とその責任。 

     五 作業終了時の点検及び測定。 

     六 その他必要な事項。 

 

 

第５章 保  守 
 

【巡視・点検・測定】 

 第１７条 電気工作物の保安のための巡視、点検及び測定は、別表第１に定める基準に

より行わなければならない。 

    ２ 電気主任技術者は、別表第1に定める基準により電気工作物の保守業務の指導

監督を行うにあたっては、当事業場の営業活動等と調整を図り年度実施計画を

作成し、総括管理者の承認を経てこれを実施しなければならない。 

    ３ 巡視、点検又は測定の結果、法令に定める技術基準に適合しない事項が判明
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したときには当該電気工作物を修理し、改造し、移設し又はその使用を一時停

止し、若しくは制限する等の措置を講じ常に技術基準に適合するよう維持する

ものとする。 

 

【使用前自己確認】 

第１８条 法令に基づく使用前自己確認については、電気主任技術者の監督のもとで実施

し、経済産業省令で定める技術基準に適合するものであることを確認するもの

とする。 

 

【事故の再発防止】 

 第１９条 事故その他異常が発生した場合には、必要に応じ臨時に精密検査を行い、そ

の原因を究明し、再発防止に遺憾のないよう措置するものとする。 

 

 

第６章 運転又は操作 
 

【運転又は操作等】 

 第２０条 電気工作物の運転または操作の基準は、別に定める細則によるものとする。 

    ２ 前項の細則は、次の各号に定めるものとする。 

     一 平常時及び事故その他異常時における電気工作物の運転または操作を要す

る機器の操作順序及び運転方法並びに指令系統及び連絡系統。 

     二 電気工作物の軽微な事故を修理しまたは使用を停止し、若しくは使用を制

限する等の応急措置並びに報告又は連絡要領。 

     三 関西電力㈱（以下「電気事業者」という。）の和歌山給電制御所又は所轄

営業所との連絡事項。 

     四 緊急時に連絡すべき事項、連絡先及び連絡方法の掲示。 

     五 遮断器、断路器の開閉その他必要な事項については、電気事業者との間に

締結している「給電申合書」によるものとする。 

 

 

第７章 災 害 対 策 
 

【防災体制】 

 第２１条 台風、洪水、地震、火災、その他の非常災害に備えて、電気工作物に関する

保安を確保するために、防災思想を従業者に徹底し、応急資材を備蓄するとと

もに、災害発生時の措置に関する体制をあらかじめ整備し、並びに当事業場外

関係機関との協力体制及び連携体制を整備しておくものとする。 

    ２ 電気主任技術者は、非常災害発生時において、電気工作物に関する保安を確

保するための指揮監督を行う。 

    ３ 電気主任技術者は、災害等の発生に伴い危険と認められるときは、直ちに当
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該範囲の送電を停止することができるものとする。 

 

第８章 記  録 
 

【記録等】 

 第２２条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する記録は、下記に定めるところによ

り記録し、これを設置者の指定する期間保存するものとする。 

     一 日常巡視点検記録 

     二 月次受配電設備点検記録 

三 電力需給日誌 

     四 受電日誌 

     五 業務日誌 

     六 補修工事記録 

     七 設備台帳（補修記録） 

     八 電気事故記録 

     九 測定試験記録      

    ２ 主要電気機器の補修記録は設備台帳により記録し、設置者の指定する期間保

存するものとする。 

    ３ 第１項及び前項の記録は、別表第２に準じて行うものとする。 

    ４ 使用前自己確認の結果の記録は、別表第３に準じて行うものとし、使用前自

己確認を行った後５年間保存するものとする。 

 

 

第９章 責任の分界 
 

【責任の分界点】 

 第２３条 電気事業者との保安上の責任及び財産分界点は、給電申合書に基づくものと

する。 

 

【需要設備の構内】 

 第２４条 当事業場の需要設備の構内は別図第２（需要設備の構内配置図）に示すとお

りとする。 

 

 

第１０章 整備その他 
 

【危険の表示】 

 第２５条 受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所等であって、危険のおそ

れのあるところには、人の注意を喚起する表示を設けなければならない。 
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【測定器具類の整備】 

 第２６条 電気工作物の保安上必要とする測定器具類は常に整備し、これを適正に保管

しなければならない。 

 

【図面・書類の整備】 

 第２７条 電気工作物に関する結線図、系統図、配線図、主要機器関係図、設計図、仕

様書、取扱い説明書等については整備し、設置者の指定する期間保存しなけれ

ばならない。 

 

【手続き書類等の整備】 

 第２８条 関係官庁、電気事業者等に提出した書類及び図面その他主要な文書について

は、その写しを設置者の指定する期間保存しなければならない。 

 

 

附則 

１． この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

附則 

１．この規程は、令和５年４月１日から施行する。 



 別図第１　　　　　　　保 安 業 務 組 織 図

和歌山市

和歌山市長
受　託　者

和歌山市中央卸売市場

(連絡調整)

(管理契約)

（任意設置）
（連絡責任者）

中央卸売市場長
（総括管理者）

産業交流局

（受託者選任）

電気主任技術者

（常駐とする）

農林水産部

中央卸売市場係員

（任意配置）
和歌山市

電気主任技術者
有資格者
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　別表第１ （その１）

1 １月 1 1年 1 5年 1 1年 絶縁抵抗測定

2 １月 標識保護柵の状況 2 1年

3 1年 その他必要事項

ケｰブル 1 １月 1 1年 1 5年 1
2

1年
1年

絶縁抵抗測定
接地抵抗測定2 1年 接地抵抗測定

2 1年 その他必要事項

2 １月 布設部の無断掘削 2 5年 地盤沈下の影響

3 １月

断 路 器 1 1月 1 1年 1 1年 絶縁抵抗測定

2 1月 汚損，異物付着
3 1月 その他必要事項 2 1年 損傷，き裂

3 1年

4 1年 その他必要事項
1 1月 1 1年 1 2年 1 1年 絶縁抵抗測定

2 1年 接地抵抗測定
3 2年 絶縁油試験

2 1月 指示，点灯 4 不定期

3 1月 その他必要事項 2 1年 操作具合，機構部 2 2年

3 1年 附属装置の状態

4 1年 3 2年

5 1年 接地線接続部

6 1年 その他必要事項

4 2年 その他必要事項

母 線 1 1月 1 1年 1 2年 1 1年 絶縁抵抗測定

2 1年

3 1年

4 1年 その他必要事項

避 雷 器 1 １月 1 1年 1 1年 絶縁抵抗測定
2 1年 接地抵抗測定

2 １月 その他必要事項
2 1年 接地線接続部
3 1年 その他必要事項

配 電 盤 1 １月 1 1年 1 2年 1
2

1年
１年

絶縁抵抗測定
2 1年 接地抵抗測定

2 １月 3 1年

2 1年 接地線接続部

3 １月 その他必要事項 2 2年 端子，配線符号 4 1年

3 2年 その他必要事項

巡視点検測定及び手入れ基準

　　　項目

対象

日常巡視点検手入れ 定期巡視点検手入れ 精密点検手入れ 測　　　　　　　定

№ 周期 点検箇所，ねらい № 測定項目周期 点検箇所，ねらい № 周期 点検箇所，ねらい

遮 断 器
開 閉 器

類

外観点検，汚損，
油漏れ，き裂，過
熱，発錆，損傷

停止して外部の損
傷，腐食，過熱，油
量，発錆，変形，緩
み

停止して内部につ
いて点検，接触子
の荒れ具合，緩み，
焼損，損傷

特
　
　
高
　
　
受
　
　
変
　
　
電
　
　
設
　
　
備

電 線 及
び 支 持

物

電線の高さ及び他
の工作物，樹木との
離隔距離

電柱，腕木，碍子，
支線，支柱，保護
網等の損傷，腐食

必要により特定対
象を定めて行う。
（定期巡視点検に
準じる）

電線取付状態，弛
度

ｹｰﾌﾞﾙﾍｯﾄﾞ，接続
箱の接続部の過
熱，損傷，腐食，コ
ンパウンド油漏れ

ｹｰﾌﾞﾙ腐食，き裂，
損傷

周期

必要により特定部
位のものについて
行う（点検箇所，ね
らいは定期巡視点
検より抜粋する。）

母線の高さ，たる
み，他物との離隔距
離，腐食，損傷，過
熱

必要により特定対
象を定めて行う。
（点検箇所，ねらい
は定期巡視点検よ
り抜粋する。）

接続部，ｸﾗﾝﾌﾟ類の
腐食，損傷，過熱，
緩み

必要により特定対
象を定めて行う。
（定期巡視点検に
準じる。）

標識，他の物との離
隔距離

受けと刃の接触，過
熱，変色，緩み

停止して受けと刃の
接触，過熱，緩み，
荒れ具合

フレ止め装置の機
能

№

必要により動
作特性試験操作機構及び附属

装置の各部点検

油の汚れ，必要に
よりその特性調査

遮断速度測定（開
極投入時間，最少
動作電圧，電流測
定を含む。）

保護継電器の
動作特性

必要により計
器校正，シー
ケンス試験

碍子類，支持物の
腐食，損傷，変形，
緩み

外部の損傷，き裂
緩み，汚損

外部の損傷，き裂
緩み，汚損，ｺﾝﾊﾟｳ
ﾝﾄﾞの異常

計器の異常，表示
灯の異常

裏面配線の塵埃，
汚損、損傷，過熱，
緩み，断線

停止して各部の点
検（損傷，過熱，緩
み，断線，接触，脱
落）

操作開閉器，切換
開閉器などの異常
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　別表第１ （その２）

1 1月 1 1年 1 5年 1 1年 絶縁抵抗測定
2 1年 接地抵抗測定

2 2年

3 2年 その他必要事項

2 1月 その他必要事項 2 1年 接地線接続部

3 1年 その他必要事項

1 1月 1 1年 1 5年 1 1年 絶縁抵抗測定
2 1年 接地抵抗測定
3 2年

2 1年 2 5年

2 1月

3 1年 3 5年 その他必要事項

3 1月 その他必要事項 4 1年 接地線接続部

5 1年 その他必要事項

1 １月 1 1年 外部の損傷，腐食 1 1年 絶縁抵抗測定
2 1年 接地線接続部 2 1年 接地抵抗測定

1 １月 1 1年 1 5年 1 1年 絶縁抵抗測定

2 １月 2 1年

3 1年 その他必要事項

ケｰブル 1 １月 1 1年 1 5年 1
2

1年
1年

絶縁抵抗測定
接地抵抗測定2 1年 接地抵抗測定

2 1年 その他必要事項

2 １月 布設部の無断掘削 2 5年 地盤沈下の影響

3 １月

断 路 器 1 1月 1 1年 1 1年 絶縁抵抗測定

2 1月 汚損，異物付着
3 1月 その他必要事項 2 1年 損傷，き裂

3 1年

4 1年 その他必要事項
1 1月 1 1年 1 2年 1 1年 絶縁抵抗測定

2 1年 接地抵抗測定
3 2年 絶縁油試験

2 1月 指示，点灯 4 不定期

3 1月 その他必要事項 2 1年 操作具合，機構部 2 2年

3 1年 附属装置の状態

4 1年 3 2年

5 1年 接地線接続部

6 1年 その他必要事項

4 2年 その他必要事項

点検箇所，ねらい №

巡視点検測定及び手入れ基準

　　　項目

対象

日常巡視点検手入れ 定期巡視点検手入れ 精密点検手入れ 測　　　　　　定

№ 周期 点検箇所，ねらい №

附属装置の点検
動作状態，取付状
態

油の汚れ，必要に
より特性調査

周期 測定項目

特
　
高
　
受
　
変
　
電
　
設
　
備

計 器 用
変 成 器

外部の損傷，腐食，
発錆，変形，汚損，
油漏れ，油量，温
度，音響，ﾋｭｰｽﾞの
異常

停止して各部の損
傷，腐食，接触，発
錆，緩み，変形，き
裂，汚損，油漏れ，
ﾋﾕｰｽﾞの異常

油入式について停
止して内部の点検

必要により油の汚れ
及び特性調査

受 電 用
変 圧 器

本体の外部点検，
油漏れ，損傷，汚
損，変形，緩み，発
錆，腐食，振動，音
響，油量，温度

周期 点検箇所，ねらい № 周期

停止して受けと刃の
接触，過熱，緩み，
荒れ具合

フレ止め装置の機
能

停止して各部の損
傷，腐食，発錆，緩
み，変形，き裂，汚
損，油量

停止して内部につ
いて点検（ｺｲﾙ接続
部，ﾘｰﾄﾞ線，鉄心，
その他各部）

必要により絶
縁油試験

附属装置各部の点
検（機能及び状態）

附属装置及び機器
の内部点検

必要により特定対
象を定めて行う。
（定期巡視点検に
準じる）

電線取付状態，弛
度

ｹｰﾌﾞﾙ腐食，き裂，
損傷

必要により特定対
象を定めて行う。
（定期巡視点検に
準じる。）

電柱，腕木，碍子，
支線，支柱，保護
網等の損傷，腐食

電力用ｺ
ﾝ ﾃ ﾞ ﾝ ｻ

本体の外部点検
油漏れ，汚損，振
動，音響

高
　
圧
　
配
　
電
　
設
　
備
（

屋
外
電
線
路
を
含
む
）

電 線 及
び 支 持

物

電線の高さ及び他
の工作物，樹木との
離隔距離

標識，他の物との離
隔距離

受けと刃の接触，過
熱，変色，緩み

標識保護さくの状
況

ｹｰﾌﾞﾙﾍｯﾄﾞ，接続
箱の接続部の過
熱，損傷，腐食，コ
ンパウンド油漏れ

油の汚れ，必要に
よりその特性調査

遮断速度測定（開
極投入時間，最少
動作電圧，電流測
定を含む。）

遮 断 器
開 閉 器

類

外観点検，汚損，
油漏れ，き裂，過
熱，発錆，損傷

停止して外部の損
傷，腐食，過熱，油
量，発錆，変形，緩
み

停止して内部につ
いて点検，接触子
の荒れ具合，緩み，
焼損，損傷

必要により動
作特性試験操作機構及び附属

装置の各部点検
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　別表第１ （その３）

避 雷 器 1 １月 1 1年 1 1年 絶縁抵抗測定
2 1年 接地抵抗測定

2 １月 その他必要事項
2 1年 接地線接続部
3 1年 その他必要事項

配 電 盤 1 １月 1 1年 1 2年 1
2

1年
１年

絶縁抵抗測定
2 1年 接地抵抗測定

2 １月 3 1年

2 1年 接地線接続部

3 １月 その他必要事項 2 2年 端子，配線符号 4 1年

3 2年 その他必要事項

1 1月 1 1年 1 5年 1 1年 絶縁抵抗測定
2 1年 接地抵抗測定

2 2年

3 2年 その他必要事項

2 1月 その他必要事項 2 1年 接地線接続部

3 1年 その他必要事項

1 1月 1 1年 1 5年 1 1年 絶縁抵抗測定
2 1年 接地抵抗測定
3 2年

2 1年 2 5年

2 1月

3 1年 3 5年 その他必要事項

3 1月 その他必要事項 4 1年 接地線接続部

5 1年 その他必要事項

1 １月 1 1年 外部の損傷，腐食 1 1年 絶縁抵抗測定
2 1年 接地線接続部 2 1年 接地抵抗測定

1 1日 1
２

3月
1年

1 5年 1
２

1年
1年

絶縁抵抗測定

2 1年
1年

接地抵抗測定

2 １月 3 1年
1年3 1年 制御装置の点検

4 1年 接地線接続部 2 5年 回転子引出手入れ
5 1年 その他必要事項 3 5年 その他必要事項

1 1日 温度，変形，損傷 1 1年 1 5年 1
２

1年
1年

絶縁抵抗測定
接地抵抗測定2 １月 2 1年

1年
接地抵抗測定

2 1年 その他必要事項

3 １月

1 1日 1 1年 1 1年 絶縁抵抗測定
2 1年 接地抵抗測定
3 1年

2 1年 その他必要事項

1 １月 1 1年 1 2年 1
２

1年
1年

絶縁抵抗測定

2 1年 接地抵抗測定

3 1年

巡視点検測定及び手入れ基準

　　　項目

対象

日常巡視点検手入れ 定期巡視点検手入れ 精密点検手入れ 測　　　　　　定

№ 周期 点検箇所，ねらい № 周期 測定項目

高
　
圧
　
配
　
電
　
設
　
備
（

屋
外
電
線
路
を
含
む
）

外部の損傷，き裂
緩み，汚損

外部の損傷，き裂
緩み，汚損，ｺﾝﾊﾟｳ
ﾝﾄﾞの異常

計器の異常，表示
灯の異常

裏面配線の塵埃，
汚損、損傷，過熱，
緩み，断線

受 電 用
変 圧 器

本体の外部点検，
油漏れ，損傷，汚
損，変形，緩み，発
錆，腐食，振動，音
響，油量，温度

停止して各部の損
傷，腐食，発錆，緩
み，変形，き裂，汚
損，油量

電力用ｺ
ﾝ ﾃ ﾞ ﾝ ｻ

本体の外部点検
油漏れ，汚損，振
動，音響

停止して各部の点
検（損傷，過熱，緩
み，断線，接触，脱
落）

操作開閉器，切換
開閉器等の異常

保護継電器の
動作特性

周期 点検箇所，ねらい № 周期 点検箇所，ねらい №

必要により計
器校正，シー
ケンス試験

計 器 用
変 成 器

外部の損傷，腐食，
発錆，変形，汚損，
油漏れ，油量，温
度，音響，ﾋｭｰｽﾞの
異常

停止して各部の損
傷，腐食，接触，発
錆，緩み，変形，き
裂，汚損，油漏れ，
ﾋﾕｰｽﾞの異常

油入式について停
止して内部の点検

必要により油の汚れ
及び特性調査

停止して内部につ
いて点検（ｺｲﾙ接続
部，ﾘｰﾄﾞ線，鉄心，
その他各部）

必要により絶
縁油試験

附属装置各部の点
検（機能及び状態）

附属装置及び機器
の内部点検附属装置の点検

動作状態，取付状
態

油の汚れ，必要に
より特性調査

負
　
　
荷
　
　
設
　
　
備

高 圧 電
動機 そ
の 他 回
転 機

音響，回転，過熱，
異臭，給油状況

必要により特定部
位の点検

照 明 設
備

異音，汚損，不点，
温度，臭気，過熱

必要により内部分
解点検，ｺｲﾙ，軸受
通風，附属装置な
どの手入れ

必要により特定部
位の点検

必要により特
性試験

高 圧 電
熱 乾 燥
装 置

停止して各部の変
形，緩み，損傷，可
燃物との離隔状況

必要により特定対
象を定めて行う。接続部変色，過

熱，熱線の腐食，取
付点検

停止して各部の汚
損，緩み，損傷，伝
達装置などの異常

必要により照
度測定

配線，配
線 器 具

開閉器の点検，湿
気，塵埃，器具の損
傷，腐食，分電盤ｽ
ｲｯﾁ，ﾋｭｰｽﾞの適合
及び緩み，過熱

開閉器，器具の接
続，器具の損傷，腐
食，分電盤ｽｲｯﾁ，
ﾋｭｰｽﾞの適合及び
緩み，過熱

許容電流と負荷電
流の確認

必要により遮
断器の特性試
験

照明効果，汚損，
音響，温度，ｺﾝﾊﾟｳ
ﾝﾄﾞ漏れ

―１４―



　別表第１ （その４）

蓄 電 池 1 １月 1 1年 1 2年 1
2

1年
1月

比重測定

2 1年
1月

液温測定

2 1年 床面の腐食，損傷 2 2年 必要により対象を定
めて行う。

3 1年
1月

電圧測定

2 １月 3 1年 その他必要事項 4 1年
1月

絶縁抵抗測定

（充電装置）

3 １月 電池の電圧

備考

１　「日常巡視」とは、主として人による諸感覚及び付属機器により設備の状態を把握することをいう。

４　「測定試験」とは、機器の性能の変化又は劣化の調査を目的とする諸試験をいう。

巡視点検測定及び手入れ基準

　　　　項目

対象

日常巡視点検手入れ 定期巡視点検手入れ 精密点検手入れ 測　　　　　　定

№
周期 点検箇所，ねらい №

２　｢定期巡視」とは、設備を停止し、主として外部的にみた各部の異常の有無の点検及び清掃などの比較的簡
　単に行える点検 手入れをいう。

３　「精密点検」とは、定期巡視により異常を認めた場合、設備を停止し不良箇所の修理取替えを行うと同時にそ
　の他の異常の有無を点検し手入れすることをいう。

周期 測定項目

蓄
電
池

液面，沈殿物，色
相，極板湾曲，隔
離板，端子の緩み，
損傷

架台の腐食，損傷，
塗料のはく離

充電装置の内部点
検

充電装置の動作状
態

周期 点検箇所，ねらい № 周期 点検箇所，ねらい №

―１５―



　別表第２－１

（施設名）　和歌山市中央卸売市場 令和　　年　　月　　日　　　　曜日 天候

契約電力 kＷ

（１）受 配 電 設 備

項
目

対象

（２）負 荷 設 備

項
目

対象

判　定 ○ 要修理 △ 要注意 V 良好

日常巡視点検記録

担 当 者 担 当 者

操
作
及
び
切
替
開
閉
器

高

さ

及

び

隔

離

距

離

備

考

音

響

温

度

変

形

ヒ

ュ

ー

ズ

の

異

常

断 路 器

発

錆

振

動

加
熱
・
接
触
・
接
続
部

変

色

ゆ

る

み

汚

損

・

異

物

の

付

着

油
コ
ン
パ
ウ
ン
ド
漏
れ

損

傷

・

き

れ

つ

計
器
の
異
常
及
び
指
示

表
示
灯
異
常
及
び
指
示

標

識

の

状

況

保

護

状

況

布

設

部

の

無

断

掘

削

受

け

と

刃

の

接

続

遮 断 器

開 閉 器 類

母 線

変 圧 器

計器用変成器

避 雷 器

受配電監視盤

電力ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ

幹 線

支 持 物

引 込 線

発

錆

備　　　考

異

音

汚

損

不

点

開

閉

器

湿

度

接
続
部
変
色

音

響

回

転

加
熱
・
温
度

異

常

給

油

状

況

変

形

損

傷

そ の 他 機 器

回 転 機 器

配 線

照 明 設 備

分 電 盤

特 記

電気主任技術者
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　別表２－２

（施設名）　和歌山市中央卸売市場 令和　　年　　月　　日 (　　曜日) 天候

No

電線及び 1

支持物 2 標識・保護柵の状況

ケーブル

2

3

断路器 1

2

3

遮断器 1

開閉器 2

3

母線 1

2

3

変圧器

2

3

計器用
変成器

2

配電盤 1

2

3

避雷器 1

2

電力用 1
コンデンサ 2

電動機 1

回転機 2

配線及び 1

配線器具 2

蓄電池 1

2

3

(特記事項)

判　定 ○ 要修理　　△ 要注意　　V 良好

電池の電圧

月次受配電設備点検記録

その他

漏油,損傷,汚損,変形,接続部の緩み

ヒューズ

異音,異臭,振動,過熱,緩み

伝達装置

損傷,腐食,過熱,ゆるみ,塵埃付着

油量,温度,異音,ヒューズ

その他

計器,表示灯の状態

操作器,開閉器等の状況

その他

損傷,亀裂,ゆるみ,汚損

碍子類・支持物の腐食,損傷,変形

発錆,腐食,振動,異音,油量,温度
漏油,損傷,汚損,変形,接続部の緩み

ヘッド,接続箱,分岐箱など接続部の過熱,
損傷,腐食及びコンパウンド漏れ

布設部の無断掘削

標識,他物との離隔

受けと刃の接触,過熱,変色,緩み

汚損,異物付着

開閉器の点検,ヒューズ

液量,沈殿物,極板湾曲,端子の緩み,発錆

充電装置の状態

外観,汚損,油漏れ,亀裂,過熱,発錆,損傷

指示計,表示灯

その他

高さ,たるみ,他物との離隔,腐食,損傷,過熱

接続部の腐食,損傷,過熱,緩み

付属装置の取付状態,動作状態

その他

損傷,腐食,発錆,変形,汚損,油漏れ,

その他

水産棟
電気室

青果棟
電気室

電気主任技術者

蓄
電
池

　　　　項目
対象

冷蔵庫棟
受電棟
電気室

総合食品
センター

1

受
　
　
　
配
　
　
　
電
　
　
　
設
　
　
　
備

負
荷
設
備

1

1

点検個所・項目

電線の高さ,他の工作物及び樹木との離隔

担当者 担当者

－１７－



　別表第２－３

(需要場所) 和歌山市西浜１６６０番４０１

(需要名) 和歌山市中央卸売市場 令和　　年　　月　　日（　 曜日） 天候 最高気温　　℃

(時) COSφ (A)

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1

2

3

4

5

6

7

8

計

(注)500KW以上のみ記載する。

電気主任技術者 担 当 者 担 当 者

電 力 需 給 日 誌

指示計
電力量

指示計
電力量

(V) (kWh) (kWh) (kWh)

時
 
刻

受 電
電 圧

力
 
率

電
 
流

積　　算　　電　　力　　計

重 負 荷 時 間 帯 昼 間 時 間 帯 休 日 夜 間 帯

指示計
電力量

受電時間本日分 Ｈ　　 負　荷　率 ％   

〃 本 月 累 計 Ｈ　　 デ マ ン ド kＷ 

使用電力量本日分 kＷh 最 大 電 力 kＷ 

〃 本 月 累 計 kＷh 平 均 電 力 kＷ 

―１８―



令和　　年　　月　　日　　　曜日 天候 室内温度　　　℃ 室外温度　　　℃

項目 電 圧 電 流 電 力 力 率 室 温 測 定

室名 (kＶ) (Ａ) (kＷ) (COSφ) (℃) 時 間

15:00

8 21:00

9 7:00

10 15:00

11 21:00

12 7:00

13 15:00

14 21:00

15 7:00

16 電 圧 電 流 積算電力 積算電力積算電力 外気温 Tr温度 測 定

17 (kＶ) (Ａ) (電灯) (０℃) (-20℃) (℃) 1φ(℃) 時 間

18 冷蔵庫 15:00

19 ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 7:00

20 総合食品ｾﾝﾀｰ 15:00

21 ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 7:00

22 （備考）

23

24

1

2  

3

4

5

6

7

8

計
最
大

時
刻

積　算　電　力　計

ＷhＤＭ 有 効 分 無効分

指　示 (×100) 指　示 (×100) 指示(×100)

中　央　卸　売　市　場　受　電　日　誌 電気主任技術者

Ｔｒ温度Ｔｒ温度

３φ (℃)

受 電 棟

電 気 室

水 産 棟

電 気 室

１φ (℃)

担 当 者

担 当 者

青 果 棟

電 気 室

（　　　）

積算電力

(-60℃)

Tr温度

3φ(℃)

 揚水ポンプ運転場所



　別表第２－５

（施設名）　　　和歌山市中央卸売市場

令和 年 月 日 曜日 天候

担 当 者 担 当 者

業　務　日　誌
電気主任技術者

保
　
安
　
業
　
務
　
内
　
容

特
　
記
　
事
　
項

そ
　
の
　
他

―２０―



　別表第２－６

（施設名）

番号 年 月 日 改修改良移設 補修目的 補修場所 補修記録 担当者

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

補　修　工　事　記　録

和歌山市中央卸売市場

―２１―



　別表第２－７

（施設名）

事業所名

整理番号

（銘板写し）

機 器 名
設置場所

使用種別

定 格

所
定
略
図

年 月 日 主要記事（移動・修理・その他）

製 作 者

製 作 番 号

製 作 年 月 日

年 月 日 負 荷 明 細 年 月 日 主要記事（移動・修理・その他）

（記 事）

設 備 台 帳 （補 修 記 録）

和歌山市中央卸売市場

―２２―



　別表第２－８

令和　　　年　　　月　　　日

速報提出  事業場名

 備　考

提 出 先

所属 性別 年齢
作　業
経験年数

kＷ 発電電圧

kＷ 受電電圧

年　 月　 日　　時 詳報提出 年　　月　　日 

提出方法 提出方法

提 出 先

件　　　名

事故発生の日時 天 候

事故発生の場所

事 故 発 生 の
電 気 工 作 物

使 用 電 圧

発 電 支 障 時 間

事 故 の 状 況

事 故 の 原 因

保護装置の種類

及び動作の適否

電　気　事　故　記　録

発電電力

受電電力

和歌山市中央卸売市場

被 害 者

氏　　名

自家用電気工作物

業種

の 概 要

復 旧 の 時 間 復旧に要する費用

事故再発防止対策

（施設名）

被 害 の 内 容

Ｖ 

kＶ

被害電気工作物
の 概 要

他に及ぼした障害

供給支障電力及び 発電支障電力及び

供 給 支 障 時 間

―２３―



　別表第２－９(1)

（施設名）　和歌山市中央卸売市場

（測定日）　令和　　　年　　　月　　　日　　(天候)　　　(温度)　　　℃　　(湿度)　　　％

 （１）絶縁耐力試験

測　定　試　験　記　録

電気主任技術者 担 当 者 担 当 者

試験時間 結 果被試験機器名 最大使用電圧 試験電圧 電圧計の読み 励磁電流 漏洩電流

―２４―



　別表第２－９(2)

 （２）継電器・遮断器試験

Ｒ相

Ｔ相

Ｒ相

(ｍA) Ｔ相

Ｒ相

Ｔ相

整
定
値

タップ

レバー

用　　　途

種　　　別

製造者名

型　　　式

製造番号

連動動作時間
整定値の200%

最小動作電流(mA)

連動動作時間(S)
整定値の130%

慣性特性(S)
整定値の400%

用　　　途

種　　　別

製造者名

型　　　式

製造番号

最
小
動
作
電
流

限
時
特
性

瞬
時
特
性

―２５―



　別表第２－９(3)

 （３）制御関係動作試験

　（４）　警報装置試験

　（５）　表示装置試験

（６）　接地抵抗測定

接地機器 測定値 備 考 接地機器 測定値 備 考

種　　別 動 作 状 況 備　考 種　　別 動 作 状 況 備　考

種　　別 動 作 状 況 備　考 種　　別 動 作 状 況 備　考

種　　別 動 作 状 況 備　考 種　　別 動 作 状 況 備　考

種　別 成　績 種　別 成　績

―２６―



　別表第２－９(4)

　（７）　低圧関係絶縁抵抗測定

回 路 機 器 名 電 圧 線 間 結 果 備　考大 地 間（ＭΩ）

―２７―



　別表第２－９(5)

種　別 Ｐ-Ｅ Ｓ-Ｅ Ｐ-Ｓ 備 考 種　別
500V
(250V)

5kV 10kV 備 考

（９）　試験使用機器の銘板記載事項

機　器　名 製造番号

注　種別は，機器，母線又は電線路等を記入する。

　　高圧絶縁抵抗計使用の場合

型　式 備　考製 造 者 定　格

（８）高圧関係絶縁抵抗測定

　　１０００V絶縁抵抗計使用の場合

―２８―



別表第３

法定事業者検査記録

①    検査年月日

②    検査の対象

③    検査の方法

④    検査の結果

⑤    検査を実施したものの氏名

⑥    検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

⑦    検査の実施に係る組織

⑧    検査の実施に係る工程管理

⑨    検査協力会社の管理に関する事項

⑩    検査記録の管理関する事項

⑪    検査に係る教育訓練に関する事項

　　　記録の保存年限は上記①～⑥は５年間、⑦～⑪は法定事業者検査を行った後
　　最初に安全管理審査の結果の通知を受けるまでの間とする。

―２９―



16-0164
16-0163 16-0165

16-0166K 16-0166

16-0138

16-0137

16-0136

16-0135

16-0134

16-0129

16-0128
16-0202K

16-0127

16-0126

16-0125

16-0098

16-0120

16-0097

16-0119

16-0118

16-0096

16-0095

16-009216-0107

16-0109

16-0094

16-0108

16-0093

16-0110
16-0111

16-0112

16-0113

16-0114
16-0115

16-0117
16-0116

16-0122

16-0121

16-0123

16-0124

16-0204K

16-0131

16-0130

16-0132

16-0133

16-0106

16-0104

16-0105

16-0103

16-0102

16-0101

16-0100
16-0099

N

保冷倉庫(1)
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１ＬＭ－仲卸－８

cosθ：0.8→0.93
0.3*(200+500)/3=70.0

CT×2

6kV-CET60sq

守衛棟兼電気室、高圧饋電盤Ｎｏ３

■ ▲■■ ▲■

 6.6KV/210V

 ３φ油入Ｔｒ

▲

【高効率型】

３φ３Ｗ１φ３Ｗ ３φ３Ｗ１φ３Ｗ

（▲一括）

200KVA(1φ-№2)200KVA(1φ-№1)

▲

Wh

検定付

■

Ｕ<

UVR

CH

CT×2

VTT

DMM

FVT×2

6.6KV/110V

PF

Ｉ>

▲

OCR×2CTT

TCRC=12.5KA

ＶＣＢ

●
ＬＢＳ
7.2KV 3P 200A

ＳＲ(油入)

▲

6.6KV

6.6KV

▲

●
ＬＢＳ
7.2KV 3P 200A

ＳＲ(油入)

▲

6.6KV

6.6KV

ＳＣ(油入)

▲

●
ＬＢＳ

ＳＲ(油入)

▲

6.6KV

6.6KV

ＳＣ(油入)

▲

CT×2 DAWh

■

V
F

CT×2

■ ▲■

DAWh

■

V
F

CT×2CT×2 DAWh

■

V
F

■ ▲■

DAWh

■

V
F

●
ＬＢＳ
7.2KV 3P 200A

(LGR)
３

●

(PF=G40A)

ＬＢＳ
7.2KV 3P 200A

(LGR)

 6.6KV/210V

 ３φ油入Ｔｒ

３

▲

【高効率型】

 6.6KV/210-105V

 １φ油入Ｔｒ

▲

【高効率型】

● ●
ＬＢＳ
7.2KV 3P 200A

ＬＢＳ
7.2KV 3P 200A

(LGR)(LGR)
３３

 6.6KV/210-105V

 １φ油入Ｔｒ

▲

【高効率型】

　高効率型 油入トップランナー（ﾀﾞｲﾔﾙ温度計、防振ｺﾞﾑ付）

　油入型（放電コイル内蔵）

　瞬時要素付

　LGR：低圧用　HGR：高圧用

　デジタル式マルチメーター

零相電圧検出装置ＺＰＤ

高圧直列リアクトルＳＲ

計器用切替ＳＷ

配線用遮断器

ＡＳ・ＶＳ

ＭＣＣＢ

高圧進相コンデンサＳＣ

変圧器Ｔr

地絡過電流継電器(LGR)

過電流継電器(OCR)

地絡方向継電器(DGR)Ｉ　＞

Ｉ　＞

Ｉ ＞

最大需要電流計

マルチメーター

電力量計

DMM

WH

DA

名           称

　分割引出型  ＡＣ操作

　引出型、操作方式：手動ばね

　ＡＭＣ：気中型、ＶＭＣ：真空型

　三極双投、操作方式：電磁式

　絶縁バリア、ストライカ装置、警報接点付（フック棒共）

　6KV EM-CETケーブル用、屋内型

適用

真空遮断器

高圧真空切替開閉器ＶＳＳ

３

高圧電磁接触器ＡＭＣ

電圧計

電流計Ａ

Ｖ

切替器ＤＴＭＣ

高圧交流負荷開閉器

高圧カットアウトＰＣ

ＬＢＳ

凡    例

ケ－ブルヘッド

断路器

ＶＣＢ

記     号

ＣＨ

ＤＳ

(PF=C5A) (PF=C5A)
7.2KV 3P 200A
7.2KV 3P 200A (PF=G50A) (PF=G50A)

計器用変流器 (CT)

零相変流器 (ZCT)

（▲一括） （▲一括） （▲一括）

200/5A

7.2KV 3P 400A

1200/5A 1200/5A 750/5A

※Ｂ

※Ａ

※Ｂ ※Ｂ ※Ｂ

500KVA(3φ-№1)

(PF=G75A)

2000/5A

500KVA(3φ-№2)106.0Kvar 106.0Kvar 106.0Kvar

6.38Kvar(6%) 6.38Kvar(6%) 6.38Kvar(6%)

※改造

【青果卸売場棟２階電気室】

　三極単投、遠方手動操作

Ｕ ＜ 不足電圧継電器(UVR)

ＳＣ(油入)

●●

③ ⑦⑥⑤④

①

②

青果棟 電気室 キュービクル参考姿図　　S=1/50

7.2KV 3P 600A
ＶＣＢ

RC=12.5KA RC=12.5KA

ＶＣＢ
7.2KV 3P 600A

DGR

OCR

DGR

OCR
CT×2

３ ３

Ｉ>

Ｉ >

Ｉ>

Ｉ >

至 水産卸売場棟

■

■

DA

DW

■ V

ＤＳ

●

7.2KV 3P 400A

イ
ン

タ
ー
ロ

ッ
ク

２．参考姿図の函体寸法等は参考とする。

１．本図は新設閉鎖型受変電設備を示す。

７．変圧器の端子は、充電部が露出しないように、透明プロテクトガードをつけること。

６．機器の据え付けは、耐震対策を考慮して施工する。

５．高圧交流負荷開閉器は、欠相遮断付とし、入切表示、ヒューズ動作接点付とする。

４．低圧配電盤はＪＥＭ１４５９準拠とする。

３．配電盤に設置の計器類はデジタル式多機能計（マルチメーター）とする。

注　記　事　項

Wh (検定付)

備考
容量

ＡＦ／ＡＴＰ種別

配線用遮断器
バンク 幹線No

④
３ＭＣＣＢ

１φNo.１

１Ｌ１ １００／１００

負荷名称(行先)
（ｋＶＡ）

３ＭＣＣＢ １００／１００

３ＭＣＣＢ １００／１００

１Ｌ２

１Ｌ８ 15.41

備考
容量

ＡＦ／ＡＴ

配線用遮断器
幹線No

Ｐ種別
バンク

１φNo.２

⑤
３ＭＣＣＢ

負荷名称(行先)

ＭＣＣＢ ３

ＭＣＣＢ ３

ＭＣＣＢ ３

ＭＣＣＢ ３

ＭＣＣＢ ３

（ｋＶＡ）

Wh (検定付)

ＭＣＣＢ ３

ＭＣＣＢ ３

ＭＣＣＢ ３

ＭＣＣＢ ３

Wh (検定付)

Wh (検定付)

Wh (検定付)

Wh (検定付)

Wh (検定付)

Wh (検定付)

Wh (検定付)

Wh (検定付)

Wh (検定付)

15.11１００／１００ＭＣＣＢ ３

３ＭＣＣＢ

１Ｌ３

１Ｌ７

３ＭＣＣＢ１Ｌ４

３ＭＣＣＢ

３ＭＣＣＢ

１Ｌ５

１Ｌ６  1.42

２２５／１５０

　５０／　３０

３ＭＣＣＢ１Ｌ９  0.82　５０／　３０

(検定付)Wh

(検定付)Wh

Wh (検定付)

１００／　１００

１００／　１００

１００／　１００

１００／　１００

１００／　１００

１００／　１００

１００／　１００

１００／　１００

１００／　１００

１００／　１００

2M-11 保冷倉庫1-1

２２５／２００

２２５／２００

２２５／２００

２００／２００

備考
容量

ＡＦ／ＡＴ

配線用遮断器
幹線No

Ｐ種別
バンク

３φNo.２

⑦

負荷名称(行先)

３ＭＣＣＢ

３ＭＣＣＢ

３ＭＣＣＢ

３ＭＣＣＢ

３ＭＣＣＢ

備考
容量

ＡＦ／ＡＴ

配線用遮断器
幹線No

Ｐ種別
バンク

３φNo.１

⑥

３ＭＣＣＢ

負荷名称(行先)

３ＭＣＣＢ

500KVA

３ＭＣＣＢ

３ＭＣＣＢ

３ＭＣＣＢ

３ＭＣＣＢ

３ＭＣＣＢ

３ＭＣＣＢ

３ＭＣＣＢ

３ＭＣＣＢ

３

３ＭＣＣＢ

ＭＣＣＢ

３ＭＣＣＢ

３ＭＣＣＢ

500KVA

３ＭＣＣＢ

３ＭＣＣＢ

３ＭＣＣＢ

３ＭＣＣＢ

6.7

３ＭＣＣＢ

３ＭＣＣＢ

３ＭＣＣＢ

３ＭＣＣＢ

３ＭＣＣＢ

２２５／２００

２２５／２００

３ＭＣＣＢ

２２５／２００

２２５／２００

２２５／２００

２２５／２００

２２５／２００

２２５／２００

２２５／２００

２２５／２００

２２５／２００

76.4

32.3

71.1

5.0

2.0

４００／２５０

４００／２５０

ＥＶ

Wh (検定付)

Wh
(検定付)

Wh (検定付)

Wh (検定付)

Wh (検定付)

Wh (検定付)

Wh (検定付)

Wh (検定付)

Wh (検定付)

Wh (検定付)

Wh (検定付)

Wh
(検定付)

１５０／１００

１００／　６０

１００／　３０

１００／　５０

２２５／２００

2M-21 保冷倉庫2-1

2M-11 保冷倉庫1-2

2M-11 保冷倉庫1-3

2M-11 保冷倉庫1-4

2M-21 保冷倉庫2-2

2M-21 保冷倉庫2-3

2M-21 保冷倉庫2-4

1M-21 卸２送風機

1M-22 卸２充電器

1M-23 卸２充電器

３ＭＣＣＢ Wh (検定付)

３ＭＣＣＢ Wh (検定付)

１Ｌ10

１Ｌ11

2M-21 卸２空調機

１Ｌ－１１

２Ｌ－１１

１Ｌ－２１

１Ｌ－０１（１階共用）

２Ｌ－２１

２Ｌ－０１（２階共用）

２ＬＭ－２１（電気室）

保冷倉庫（１）

保冷倉庫（２）

１ＬＭ－３１（１階共用通路）

２Ｌ仲卸１

２Ｌ仲卸２

２Ｌ仲卸３

２Ｌ仲卸４

２Ｌ仲卸５

２Ｌ仲卸６

２Ｌ仲卸７

２Ｌ仲卸８

２Ｌ仲卸９

２Ｌ仲卸10

キュービクル内 照明･換気扇 制御結線図
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３
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【高効率型】

（▲一括）

750/5A

※Ｂ

500KVA(3φ-№2)

⑧

備考
容量

ＡＦ／ＡＴ

配線用遮断器
幹線No

Ｐ種別
バンク 負荷名称(行先)

500KVA

３φNo.２

⑧
３ＭＣＣＢ

３ＭＣＣＢ

保冷倉庫（１）

保冷倉庫（１）

3P1

3P249.7

26.0

50.4

50.4

50.4

50.4

50.4

50.4

50.4

50.4

50.4

50.4

72.0

３ＭＣＣＢ

３ＭＣＣＢ

保冷倉庫（２）

保冷倉庫（２）

3P3

3P4

79.4

74.1

４００／２５０

４００／２５０

４００／２５０
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Wh (検定付)

１００／　７５

１００／　７５ 9.49

24.57

4.83　５０／　４０

３ＭＣＣＢ １００／　５０

３ＭＣＣＢ １００／　５０

ＥＶ

2M-11 卸１空調機

Wh (検定付)

Wh (検定付)

1P9

1P10

1P11

1P12

1P13

2P10

2P11

2P12

2P13

2P14

2P1

2P2

2P3

2P4

2P5

2P6

2P7

2P8

2P9

2P15

1P1

1P2

1P3

1P4

1P5

1P6

1P7

1P8

1P14

1P15

1P16

2M-11 ２階共用1.0

2M-21 １階共用10.0

2M-11 仲卸協同組合

１００／　６０

1M-11 卸１送風機

1M-12 卸１充電器

< ①～⑧盤 >

（計１６組）

（計１６組）

（ｋＶＡ）（ｋＶＡ）（ｋＶＡ）

※２

※１

制御電源は専用回路とし、定格20A以下の配線用しゃ断器を設置する。

単独回路とする。

※Ａ

※Ｂ

EM-CEE1.25sq-2C

EM-CEE1.25sq-2C

警報盤へ過電流警報出力

低圧漏電警報器～ZCT間接続

ＬＧＲ▲

※Ｂ×５

EBEDEA
(ELCB)

ECEp Ec

ED
EC

接地端子盤

(EBは変圧器毎に外部よりクランプメーター測定できる構造とする)

　　上記の監視項目点数分を各低圧配電盤まで配線を行うこと。　尚、配線種別は下記による。

　　また、二次側ケーブル締め付け部は、可動部と固定部に印を付けること。

　　時の全損失の５０％値以下を満たすものとする。

　　を満たす高効率変圧器の性能として、かつ下記の条件を満たすものとする。

　　●：状態表示　　▲：故障･警報表示　　■：計測・計量

　　・操作･状態表示、故障･警報表示：EM-FCPEE0.9-2C　　・計測･計量：EM-FCPEES0.9-2C

　　高効率変圧器の性能は、指定平均負荷率（３０％）における全損失（全損失＝無負荷損＋負荷損×平均負荷率の２乗）

　　が、「ＪＩＳ Ｃ ４３０４～２０１３配電用油入り変圧器」にしめされた特性により計算される平均負荷率（３０％）

８．変圧器等高圧機器本体及び導体・電線接続箇所にサーモラベル取り付けのこと。（不可逆式２点以上）

９．変圧器は、ＪＥＭ１５００（２０１４）「特定機器対応の高圧受配電用変圧器におけるエネルギー消費効率の基準値」

10．本トランスは油入型とし、ダイヤル温度計（警報接点付）及び防震ゴム（耐震ストッパー付）付きとする。

11．低圧配電盤の配線用遮断器（ＭＣＣＢ）は、遮断容量に適応したものとする。

12．低圧配電盤開閉器には、行先表示のアクリルエッチング板を表面、裏面にそれぞれ取り付けること。

13．低圧配電盤のＭＣＣＢ予備スペースはカバープレートを取り付けること。

14．中央監視監視項目は下記による。

15．警報には、ブザー（タイマー停止）、停止スイッチを設けること。

16．全ＶＣＢ監視用電源（２Ａ）の蓄電池を高圧受電盤内に設置のこと。（補償時間３０分）

17．本電気室の各継電器の整定を行こと。また既設受電棟についても関係個所は整定を行うこと。

18．キュービクル計器窓についてはJIS R3204に規定する厚さによる種類3.8mm以上の金属製網入り板ガラスまたはこれと

 　 同等以上の機械的強度及び防火性能のものを用いる。

19．扉鍵、ストッパー付又、表示灯はＬＥＤとする。

　　　 イ、フック棒     ロ、電力ヒューズ（１００％）   ハ、フイルター 

20．下記予備品を納品すること。

21．当該設備の着工に当たっては、下記計算書を監督職員に提出すること

  　①　変圧器容量計算書

　  ②　過電流保護協調計算書

　  ③　地絡保護計算書

　  ④　コンデンサ容量計算書

　  ⑤　幹線容量計算書

22．本工事にかかる官公署への申請手続きの一切を行うこと。

　①：高圧受電盤

 【盤 名 称】

　②：コンデンサ盤No.１

　③：コンデンサ盤No.２

4.2

１ＬＭ－仲卸－１

１ＬＭ－仲卸－２

１ＬＭ－仲卸－３

１ＬＭ－仲卸－４

１ＬＭ－仲卸－５

１ＬＭ－仲卸－７

１ＬＭ－仲卸－６

１ＬＭ－仲卸－10

１ＬＭ－仲卸－８ １ＬＭ－仲卸－１

１ＬＭ－仲卸－２

１ＬＭ－仲卸－３

１ＬＭ－仲卸－４

１ＬＭ－仲卸－５

１ＬＭ－仲卸－８

１ＬＭ－仲卸－７

１ＬＭ－仲卸－６

１ＬＭ－仲卸－10

54.5

20.8

１５０／１００

１５０／１００

20.7

13.0

25.8

１５０／１００１００／１００

１５０／１００

１５０／１００２２５／２００

34.4

34.4

※２

３ＭＣＣＢ １００／　７５１Ｌ12 11.99 １Ｌ－０２

15.64

 5.94

26.71 11.38

11.38

11.38

11.38

11.38

11.38

11.38

11.38

11.38

11.38

47.3

47.3

47.3

47.3

2LM-21 電気室ファン

▲

３ＭＣＣＢ １００／　７５１Ｌ13 10.00 便所棟

11.44

１ＬＭ－仲卸－９

２Ｌ－３１（２階組合） ＭＣＣＢ ３ ４００／２５０ 保冷倉庫（２）

Wh (検定付)

200KVA 200KVA

将来用

将来用

施工者銘板

増締確認シール

　①：高圧受電盤

　②：コンデンサ盤No.１

　③：コンデンサ盤No.２

　⑧：電灯MCCB盤

　⑨：低圧電灯盤No.２

　④：低圧動力盤No.１

　⑤：低圧動力盤No.２

　⑥：低圧動力盤No.３

　⑦：低圧電灯盤No.１

　④：低圧動力盤No.１

　⑤：低圧動力盤No.２

　⑥：低圧動力盤No.３

　⑦：低圧電灯盤No.１

　⑧：電灯MCCB盤

　⑨：低圧電灯盤No.２

株式会社 土井電設工業

図　面　番　号　No35
中央卸売市場青果卸売場棟外建替電気設備工事

完成図
縮　　尺作成年月日

小走　拓司

作　　図

2025年11月11日 図面名称

工事名称

電Ⅳ-124A1：---
A3：---

青果棟　受変電設備　単線結線図



業 務 委 託 契 約 書 

 

 和歌山市（以下「甲」という。）と           （以下「乙」という。）は、次の

とおり委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 

 （委託業務） 

第１条 甲は中央卸売市場設備等保守監視業務（以下「委託業務」という。）の履行を乙に委託

し、乙はこれを受託するものとする。 

 （契約期間） 

第２条 この契約の期間は、令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする。 

 （委託業務の履行方法） 

第３条 乙は、別紙仕様書の内容に従って委託業務を履行しなければならない。 

 （委託金） 

第４条 委託金の額は          円（消費税及び地方消費税分         円

を含む。）とし、１月当たりの支払金額は         円（１０パーセント税込み対象

額、消費税及び地方消費税分       円を含む。）とする。 

（権利義務の譲渡等の禁止） 

第５条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡等により承継させてはならな

い。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

 （再委託等の禁止） 

第６条 乙は、委託業務の全部又は一部の履行を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

ただし、委託業務の一部の履行について、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この

限りでない。 

 （委託業務の調査等） 

第７条 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の履行状況について調査を行い、若しくは

乙に対して報告を求め、又は乙に対して委託業務の履行に関して必要な指示を与えることがで

きる。 

 （業務内容の変更等） 

第８条 甲は、必要がある場合は、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止すること

ができる。この場合において、委託金額又は契約期間を変更する必要があるときは、甲乙協議

して書面により定めるものとする。 

２ 甲は、前項の場合において、乙が損害を受けたときは、その損害を賠償しなければならない。

この場合において、賠償金の額は、甲乙協議して定める。 

（損害の負担） 

第９条 委託業務の履行に関して発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む。以下この項にお

いて同じ。）は、乙が負担するものとする。ただし、甲の責めに帰すべき理由により生じた損

害は、甲が負担する。この場合において、甲が負担すべき額は、甲乙協議して定める。 

２ 甲は、委託業務の履行に関して発生した事故により乙の従業員が受けた損害については、一

切の責任を負わないものとする。 

（乙の履行不能） 



第１０条 甲は、乙の責めに帰すべき理由により契約期間内に委託業務を完了することができな

い場合において、契約期間後相当の期間内に完了する見込みのあるときは、乙から遅延賠償金

を徴収して契約期間を延長することができる。 

２ 前項の遅延賠償金の額は、契約金額につき、その遅延日数に応じ、年３パーセントの割合で

計算した額とする。 

 （確認） 

第１１条 乙は、毎月、委託業務を履行したときは、遅滞なくその旨を甲が定める方式により甲

に通知し、甲の確認を求めなければならない。 

２ 乙は、前項の確認の結果補正を命ぜられたときは、遅滞なく当該補正を行い、補正後その旨

を甲に通知し、甲の確認を求めなければならない。 

 （委託金の支払） 

第１２条 乙は、当該月に履行した委託業務について前条の規定による確認を受けた後、甲に対

して、委託金の支払を請求するものとする。 

２ 甲は、前項の支払請求を受けたときは、その日から３０日以内に委託金を乙に支払わなけれ

ばならない。 

３ 乙は、甲の責めに帰すべき理由により前項の規定による委託金の支払が遅れたときは、未受

領金額につき、その遅延日数に応じ、年２．５パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支

払を甲に請求することができる。 

（甲の解除権） 

第１３条 甲は、次条及び乙の債務不履行による場合のほか、乙が次の各号のいずれかに該当す

るときは、この契約を解除することができる。 

（１）その責めに帰すべき理由により、契約期間中委託業務を継続して履行できる見込みがない

と明らかに認められるとき。 

（２）第２０条第１項に規定する個人情報取扱特記事項を遵守していないと認められるとき。 

（３）理由のいかんを問わず、契約に違反したとき。  

２ 前項の規定により契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、乙はその損害を

賠償しなければならない。 

３ 前項の損害賠償請求は、甲が乙に対し、委託金額の１００分の１０に相当する額の違約金の

請求を妨げないものとする。 

４ 甲は、第１項の規定によりこの契約を解除した場合、委託業務の既履行部分について確認の

上、その部分に相応する委託金を乙に支払わなければならない。 

第１４条 甲は、必要があるときは、乙に対して３か月前までに通知をしてこの契約を解除する

ことができる。 

２ 第８条第２項及び前条第４項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。 

 （暴力団等排除に係る解除） 

第１５条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 

（１）乙の役員等（法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他

の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはそ

の者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。）に次に掲げる者がいると認めら

れるとき。 



  ア 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。

以下「暴対法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

  イ 暴力団関係者（暴力団員ではないが暴対法第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力

団」という。）と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行

う者をいう。以下同じ。） 

（２）乙の経営又は運営に暴力団員又は暴力団関係者（以下「暴力団員等」という。）が実質的

に関与していると認められるとき。 

（３）乙の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しく

は運営に実質的に関与している法人等（法人その他の団体又は個人をいう。以下同じ。）を

利用するなどしていると認められるとき。 

（４）乙の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営

に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の

維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 

（５）乙の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有して

いると認められるとき。 

（６）乙の役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、

これを利用するなどしていると認められるとき。 

（７）乙が、暴力団又は暴力団員等から、妨害又は不当要求を受けたにもかかわらず、警察への

被害届の提出を故意又は過失により怠ったと認められるとき。 

２ 甲は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、乙は

その損害を賠償しなければならない。 

３ 甲は、第１項の規定によりこの契約を解除したことにより、乙に損害が生じても、その責め

を負わないものとする。 

 （乙の解除権） 

第１６条 乙は、甲の債務不履行による場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、こ

の契約を解除することができる。 

（１）第８条第１項の規定により委託業務の内容を変更したため、委託金額が３分の２以上減少

したとき。 

（２）第８条第１項の規定による委託業務の一時中止期間が６か月を超えたとき。 

２ 第８条第２項及び第１３条第４項の規定は、前項の規定により、この契約を解除された場合

に準用する。 

（談合等不正行為に係る甲の解除） 

第１７条 乙が次の各号のいずれかに該当したとき、甲は直ちにこの契約を解除することができ

る。ただし、その事由が甲の責めに帰すべきものによる場合は、この限りでない。 

（１）公正取引委員会が、この契約に関し、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公

正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第

４９条に規定する排除措置命令（以下「排除措置命令」という。）を行い、当該措置命令

が確定したとき。 

（２）公正取引委員会が、この契約に関し、乙に違反行為があったとして独占禁止法第６２条第

１項の規定による課徴金の納付を命じ、当該課徴金納付命令（以下「納付命令」とい



う。）が確定したとき（確定した納付命令が独占禁止法第６３条第２項の規定により取り

消された場合を含む。）。 

（３）公正取引委員会が、この契約に関し、排除措置命令又は納付命令（これらの命令が乙又は

乙が構成事業者である事業者団体（以下「契約者等」という。）に対して行われたときは、

契約者等に対する命令で確定したものをいい、契約者等に対して行われていないときは、

各名宛人に対する命令全てが確定したものをいう。次号において同じ。）を行った場合に

おいて、乙に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 

（４）排除措置命令又は納付命令により、契約者等に独占禁止法に違反する行為があったとされ

た期間及び当該違反行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当

該期間（これらの命令に係る事件について、乙に対する納付命令が確定したときは、当該

納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反行為の実行期間を除く。）に入札等

（見積書等の提出に基づく受注者選定を含む。）が行われたものであり、かつ、当該取引

分野に該当するものであるとき。 

（５）乙（乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人）がこの契約に関し行った行為につ

いて刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６若しくは第１９８条又は独占禁止法第

８９条第１項若しくは第９５条第１項第１号の規定による刑が確定したとき。 

２ 乙は、前項各号のいずれかに該当するときは、甲がこの契約を解除するか否かを問わず、賠

償金として、契約金額の１０分の２に相当する額又は実際の損害額のうちいずれか多い額を甲

に対して支払わなければならない。この契約の履行が完了した後にその事由に該当した場合も

同様とする。 

３ 甲は、第１項の規定によりこの契約を解除したことにより、乙に損害が生じても、その責め

を負わないものとする。 

 （賠償金等の徴収） 

第１８条 甲は、乙がこの契約に基づく賠償金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないと

きは、甲が乙に支払うべき委託金と相殺し、なお不足あるときは乙に追徴する。 

 （秘密の保持等） 

第１９条 乙は、委託業務を履行するに際し、知り得た秘密を漏らしてはならない。 

２ 乙は、委託業務に従事する者が委託業務を履行する際に知り得た秘密を漏らさないよう指導

しなければならない。 

３ 乙は、乙又は乙の委託業務に従事した者が秘密を漏らしたため、甲が損害を受けたときは、

その損害を賠償しなければならない。 

 （個人情報取扱特記事項の遵守） 

第２０条 乙は、委託業務の履行に当たっては、別記の個人情報取扱特記事項を遵守しなければ

ならない。 

２ 甲は、乙が前項の規定に違反して個人情報の取扱いをしていると認めたときは、乙の名称、

事務所又は事業所の所在地及び代表者並びに当該違反事実の公表をすることができる。 

 （和歌山市情報セキュリティポリシーの遵守） 

第２１条 乙は、委託業務の履行に当たり、和歌山市情報セキュリティポリシー（以下「ポリシ

ー」という。）を遵守しなければならない。 



２ 乙は、この契約による事務を履行するに当たり、ポリシーで規定する重要情報資産を取り扱

う際には、当該情報が個人情報に該当しない場合においても、個人情報と見なして前条第１項

に規定する別記の個人情報取扱特記事項を遵守すること。 

３ 甲は、乙が第１項及び前項の規定に違反して重要情報資産の取扱いをしていると認めたとき

は、前条第２項の規定を準用する。 

 （合意管轄） 

第２２条 この契約に関し、甲乙間に訴訟の必要が生じた場合、甲を管轄する裁判所を第一審の

管轄裁判所とする。 

 （補則） 

第２３条 この契約に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、必要に応じて甲乙協議

して定める。 

 

 この契約の締結を証するため、契約書を２通作成し、双方記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

 

令和８年４月１日 

甲  和歌山市七番丁２３番地 

和歌山市 

和歌山市長 尾 花 正 啓 

 

乙                  

               

                 

 



別記  

個人情報取扱特記事項  

 

（基本的事項） 

第１ この契約により、和歌山市（以下「甲」という。）から事務の委託を受けたもの（以

下「乙」という。）は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理す

るための個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律その他個人情報に

関する法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取

り扱わなければならない。  

（従事者等の明確化） 

第２ 乙は、この契約に係る事務の管理責任者及び事務に従事する者（以下「この契約に係

る事務に従事する者等」という。）並びにこの契約に係る個人情報を取り扱う場所（以下

「作業場所」という。）を明確にし、甲から求めがあったときは、甲に報告しなければな

らない。 

（適正な管理） 

第３ 乙は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失、毀損その他の事

故を防止するため、個人情報の取扱いをこの契約に係る事務に従事する者等に限定し、次

に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（１）この契約に係る事務を処理するために甲から貸与を受けた、又は乙が収集し、複製し、

若しくは作成した個人情報が記録された資料等（以下「個人情報が記録された資料等」

という。）について、甲から求めがあったときは、記録を作成すること。 

（２）個人情報が記録された資料等は、この契約に係る事務に従事する者等以外の者が利用

できないよう、施錠等管理すること。 

（３）その他個人情報の管理のために必要な措置を講じること。 

（教育の義務） 

第４ 乙は、この契約に係る事務に従事する者等に対し、この特記事項の遵守に必要なこと、

個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用されること等個人情報の保護に関して

必要な教育を行わなければならない。  

（秘密の保持） 

第５ 乙は、この契約に係る事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせてはならない。

この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

（受託目的以外の利用等の禁止）  

第６ 乙は、この契約に係る個人情報を当該事務以外の目的に利用し、又は第三者に提供し

てはならない。ただし、甲の書面による承諾をあらかじめ得た場合又は甲の指示があった

場合は、この限りでない。  

（複写又は複製の禁止） 

第７ 乙は、この契約に係る事務を処理するに当たって、甲から貸与された個人情報が記録

された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、甲の書面による承諾をあらか

じめ得た場合又は甲の指示があった場合は、この限りでない。  

（持ち出しの禁止） 



第８ 乙は、この契約に係る事務を処理するに当たって、作業場所から個人情報を持ち出し

てはならない。ただし、業務上、やむを得ず、持ち出しするときは、甲の承認を得た上で、

書面に記録するものとする。  

（再委託の禁止）  

第９ 乙は、この契約による事務に係る個人情報の処理を自ら行うものとし、第三者にその

処理を委託してはならない。ただし、甲の書面による承諾をあらかじめ得た場合は、この

限りではない。その際は、乙の責任において、再委託者にこの特記事項の規定を遵守させ

なければならない。 

２ 前項の規定は、再委託者が乙の子会社（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第１

項第３号に規定する子会社をいう。）である場合も、同様とする。 

（資料等の返還又は廃棄） 

第１０ 乙は、個人情報が記録された資料等を、この契約が終了し、又は解除された後速や

かに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示

に従うものとする。  

なお、甲の指示により、個人情報が記録された資料等を廃棄する場合は、復元不可能な

方法で確実に廃棄処分を行い、その結果を書面により証明しなければならない。  

（報告又は資料の提出） 

第１１ 甲は、個人情報を保護するために必要な限度において、乙に対し、個人情報の管理

状況の履行について書面で報告を求めること及び乙の作業場所への立入調査ができるもの

とし、乙は、甲から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。 

（事故発生時の報告義務） 

第１２ 乙は、個人情報の漏えい、改ざん、滅失、毀損その他の事故が生じた場合に備え、

甲に対し、速やかに報告できる緊急時の連絡体制を整備しなければならない。また、事故

が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに、次に掲げる事項を遵守

しなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。   

（１）直ちに被害を最小限に抑えるための措置を講じ、甲に報告すること。  

（２）当該事故の原因を分析すること。  

（３）甲の求めに応じて、当該事故の再発防止策を実施すること。  

（４）甲の求めに応じて、当該事故の記録を書面で提出すること。  

（漏えい等が発生した場合の責任） 

第１３ 乙は、この契約に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失、毀損その他の事態が発生

した場合において、その責に帰すべき理由により甲又は第三者に損害を与えたときは、そ

の損害を賠償しなければならない。また、甲は、必要に応じ、乙の名称、所在地及び代表

者並びに当該事故の事実を公表できるものとする。 

 

 

 


